
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
特
定
施
設

一

鉱
業
又
は
水
洗
炭
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

選
鉱
施
設

ロ

選
炭
施
設

ハ

坑
水
中
和
沈
で
ん
施
設

ニ

掘
削
用
の
泥
水
分
離
施
設

一
の
二

畜
産
農
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

〔
追
加
＝
昭
四
七
政
令
三
四
六
〕

イ

豚
房
施
設
（
豚
房
の
総
面
積
が
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）

ロ

牛
房
施
設
（
牛
房
の
総
面
積
が
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る

も
の
を
除
く
。）

ハ

馬
房
施
設
（
馬
房
の
総
面
積
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る

も
の
を
除
く
。）

二

畜
産
食
料
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設
（
洗
び
ん
施
設
を
含
む
。）

ハ

湯
煮
施
設

三

水
産
食
料
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
産
動
物
原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

脱
水
施
設

ニ

ろ
過
施
設

ホ

湯
煮
施
設

四

野
菜
又
は
果
実
を
原
料
と
す
る
保
存
食
料
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

圧
搾
施
設

ニ

湯
煮
施
設

五

み
そ
、
し
ょ
う
油
、
食
用
ア
ミ
ノ
酸
、
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ソ
ー
ダ
、
ソ
ー
ス
又
は
食

酢
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

湯
煮
施
設

ニ

濃
縮
施
設

ホ

精
製
施
設

ヘ

ろ
過
施
設

六

小
麦
粉
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

七

砂
糖
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設
（
流
送
施
設
を
含
む
。
）

ハ

ろ
過
施
設

ニ

分
離
施
設

ホ

精
製
施
設

八

パ
ン
若
し
く
は
菓
子
の
製
造
業
又
は
製
あ
ん
業
の
用
に
供
す
る
粗
製
あ
ん

の
沈
で
ん
そ
う

九

米
菓
製
造
業
又
は
こ
う
じ
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
米
機

十

飲
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設
（
洗
び
ん
施
設
を
含
む
。
）

ハ

搾
汁
施
設

ニ

ろ
過
施
設

ホ

湯
煮
施
設

ヘ

蒸
留
施
設

十
一

動
物
系
飼
料
又
は
有
機
質
肥
料
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

圧
搾
施
設

ニ

真
空
濃
縮
施
設

ホ

水
洗
式
脱
臭
施
設

十
二

動
植
物
油
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

圧
搾
施
設

ニ

分
離
施
設

十
三

イ
ー
ス
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

分
離
施
設

十
四

で
ん
粉
又
は
化
工
で
ん
粉
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
浸
せ
き
施
設

ロ

洗
浄
施
設
（
流
送
施
設
を
含
む
。
）

ハ

分
離
施
設

ニ

渋
だ
め
及
び
こ
れ
に
類
す
る
施
設

十
五

ぶ
ど
う
糖
又
は
水
あ
め
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

ろ
過
施
設

ハ

精
製
施
設

十
六

麺
類
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設

十
七

豆
腐
又
は
煮
豆
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設

十
八

イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
製
造
業
の
用
に
供
す
る
抽
出
施
設

十
八
の
二

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

湯
煮
施
設

ハ

洗
浄
施
設

十
八
の
三

た
ば
こ
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

イ

水
洗
式
脱
臭
施
設

ロ

洗
浄
施
設

十
九

紡
績
業
又
は
繊
維
製
品
の
製
造
業
若
し
く
は
加
工
業
の
用
に
供
す
る
施

設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ま
ゆ
湯
煮
施
設

ロ

副
蚕
処
理
施
設

ハ

原
料
浸
せ
き
施
設

ニ

精
練
機
及
び
精
練
そ
う

ホ

シ
ル
ケ
ッ
ト
機

ヘ

漂
白
機
及
び
漂
白
そ
う

ト

染
色
施
設

チ

薬
液
浸
透
施
設

リ

の
り
抜
き
施
設

〔
追
加
＝
昭
四
九
政
令
三
六
三
〕

二
十

洗
毛
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

洗
毛
施
設

ロ

洗
化
炭
施
設

二
十
一

化
学
繊
維
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

湿
式
紡
糸
施
設

ロ

リ
ン
タ
ー
又
は
未
精
練
繊
維
の
薬
液
処
理
施
設

ハ

原
料
回
収
施
設

二
十
一
の
二

一
般
製
材
業
又
は
木
材
チ
ッ
プ
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湿
式
バ

ー
カ
ー

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

二
十
一
の
三

合
板
製
造
業
の
用
に
供
す
る
接
着
機
洗
浄
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

二
十
一
の
四

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

イ

湿
式
バ
ー
カ
ー

ロ

接
着
機
洗
浄
施
設

二
十
二

木
材
薬
品
処
理
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

湿
式
バ
ー
カ
ー

ロ

薬
液
浸
透
施
設

二
十
三

パ
ル
プ
、
紙
又
は
紙
加
工
品
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
浸
せ
き
施
設

ロ

湿
式
バ
ー
カ
ー

ハ

砕
木
機

ニ

蒸
解
施
設

ホ

蒸
解
廃
液
濃
縮
施
設

ヘ

チ
ッ
プ
洗
浄
施
設
及
び
パ
ル
プ
洗
浄
施
設

ト

漂
白
施
設

チ

抄
紙
施
設
（
抄
造
施
設
を
含
む
。
）

リ

セ
ロ
ハ
ン
製
膜
施
設

ヌ

湿
式
繊
維
板
成
型
施
設

ル

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

二
十
三
の
二

新
聞
業
、
出
版
業
、
印
刷
業
又
は
製
版
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

イ

自
動
式
フ
ィ
ル
ム
現
像
洗
浄
施
設

ロ

自
動
式
感
光
膜
付
印
刷
版
現
像
洗
浄
施
設

二
十
四

化
学
肥
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ろ
過
施
設

ロ

分
離
施
設

ハ

水
洗
式
破
砕
施
設

ニ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ホ

湿
式
集
じ
ん
施
設

二
十
五

（
削
除
）

二
十
六

無
機
顔
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

洗
浄
施
設

ロ

ろ
過
施
設

ハ

カ
ド
ミ
ウ
ム
系
無
機
顔
料
製
造
施
設
の
う
ち
、
遠
心
分
離
機

ニ

群
青
製
造
施
設
の
う
ち
、
水
洗
式
分
別
施
設

ホ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

二
十
七

前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用

に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ろ
過
施
設

ロ

遠
心
分
離
機

ハ

硫
酸
製
造
施
設
の
う
ち
、
亜
硫
酸
ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設

ニ

活
性
炭
又
は
二
硫
化
炭
素
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
洗
浄
施
設

ホ

無
水
け
い
酸
製
造
施
設
の
う
ち
、
塩
酸
回
収
施
設

ヘ

青
酸
製
造
施
設
の
う
ち
、
反
応
施
設

ト

よ
う
素
製
造
施
設
の
う
ち
、
吸
着
施
設
及
び
沈
で
ん
施
設

チ

海
水
マ
グ
ネ
シ
ア
製
造
施
設
の
う
ち
、
沈
で
ん
施
設

リ

バ
リ
ウ
ム
化
合
物
製
造
施
設
の
う
ち
、
水
洗
式
分
別
施
設

ヌ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ル

湿
式
集
じ
ん
施
設

二
十
八

カ
ー
バ
イ
ト
法
ア
セ
チ
レ
ン
誘
導
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

湿
式
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
発
生
施
設

ロ

酢
酸
エ
ス
テ
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
洗
浄
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ハ

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
蒸
留

施
設

ニ

ア
ク
リ
ル
酸
エ
ス
テ
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設

ホ

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
洗
浄
施
設

ヘ

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
モ
ノ
マ
ー
洗
浄
施
設

二
十
九

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の

イ

ベ
ン
ゼ
ン
類
硫
酸
洗
浄
施
設

ロ

静
置
分
離
器

ハ

タ
ー
ル
酸
ソ
ー
ダ
硫
酸
分
解
施
設

三
十

発
酵
工
業
（
第
五
号
、
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）

の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

蒸
留
施
設

ハ

遠
心
分
離
機

ニ

ろ
過
施
設

三
十
一

メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
四
塩
化
炭
素
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設

ロ

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
の
う
ち
、
精
製
施
設

ハ

フ
ロ
ン
ガ
ス
製
造
施
設
の
う
ち
、
洗
浄
施
設
及
び
ろ
過
施
設

三
十
二

有
機
顔
料
又
は
合
成
染
料
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ろ
過
施
設

ロ

顔
料
又
は
染
色
レ
ー
キ
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
水
洗
施
設

ハ

遠
心
分
離
機

ニ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

三
十
三

合
成
樹
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

縮
合
反
応
施
設

ロ

水
洗
施
設

ハ

遠
心
分
離
機

ニ

静
置
分
離
器

ホ

弗
素
樹
脂
製
造
施
設
の
う
ち
、
ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ヘ

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
溶
剤
蒸
留
施
設

ト

中
圧
法
又
は
低
圧
法
に
よ
る
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
溶
剤
回

収
施
設

チ

ポ
リ
ブ
テ
ン
の
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処
理
施
設

リ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ヌ

湿
式
集
じ
ん
施
設

三
十
四

合
成
ゴ
ム
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ろ
過
施
設

ロ

脱
水
施
設

ハ

水
洗
施
設

ニ

ラ
テ
ッ
ク
ス
濃
縮
施
設

ホ

ス
チ
レ
ン
・
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム
、
ニ
ト
リ
ル
・
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム
又
は
ポ

リ
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
静
置
分
離
器

三
十
五

有
機
ゴ
ム
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

蒸
留
施
設

ロ

分
離
施
設

ハ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

三
十
六

合
成
洗
剤
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

廃
酸
分
離
施
設

ロ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ハ

湿
式
集
じ
ん
施
設

三
十
七

前
六
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
石
油
化
学
工
業
（
石
油
又
は
石
油
副
生

ガ
ス
中
に
含
ま
れ
る
炭
化
水
素
の
分
解
、
分
離
そ
の
他
の
化
学
的
処
理
に
よ
り

製
造
さ
れ
る
炭
化
水
素
又
は
炭
化
水
素
誘
導
品
の
製
造
業
を
い
い
、
第
五
十
一

号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

洗
浄
施
設

ロ

分
離
施
設

ハ

ろ
過
施
設

ニ

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
急
冷
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ホ

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ア
セ
ト
ン
、
カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム
、
テ
レ
フ
タ
ル
酸

又
は
ト
リ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設

ヘ

ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処
理

施
設

ト

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設
及
び
硫
酸
濃

縮
施
設

チ

エ
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
又
は
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
の
製
造
施
設
の
う

ち
、
蒸
留
施
設
及
び
濃
縮
施
設

リ

二

エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
の

製
造
施
設
の
う
ち
、
縮
合
反
応
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ヌ

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処
理

施
設

ル

ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
又
は
無
水
フ
タ
ル
酸
の
製
造
施
設
の
う

ち
、
ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設

ヲ

ノ
ル
マ
ル
パ
ラ
フ
ィ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処

理
施
設
及
び
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
蒸
留
施
設

ワ

プ
ロ
ピ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
又
は
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
の
け
ん
化
器

カ

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
水
蒸
気
凝
縮
施
設

ヨ

メ
チ
ル
メ
タ
ア
ク
リ
レ
ー
ト
モ
ノ
マ
ー
製
造
施
設
の
う
ち
、
反
応
施
設
及

び
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
回
収
施
設

タ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

13

oshita.akihiro
テキストボックス
水質汚濁防止法第２条第２項に定める特定施設（施行令別表第１）

oshita.akihiro
テキストボックス
資料１



三
十
八

石
け
ん
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
精
製
施
設

ロ

塩
析
施
設

三
十
八
の
二

界
面
活
性
剤
製
造
業
の
用
に
供
す
る
反
応
施
設
（
一
・
四

ジ
オ

キ
サ
ン
が
発
生
す
る
も
の
に
限
り
、
洗
浄
装
置
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
平
二
四
政
令
一
四
七
〕

三
十
九

硬
化
油
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

脱
酸
施
設

ロ

脱
臭
施
設

四
十

脂
肪
酸
製
造
業
の
用
に
供
す
る
蒸
留
施
設

四
十
一

香
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

洗
浄
施
設

ロ

抽
出
施
設

四
十
二

ゼ
ラ
チ
ン
又
は
に
か
わ
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

石
灰
づ
け
施
設

ハ

洗
浄
施
設

四
十
三

写
真
感
光
材
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
感
光
剤
洗
浄
施
設

四
十
四

天
然
樹
脂
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

脱
水
施
設

四
十
五

木
材
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る
フ
ル
フ
ラ
ー
ル
蒸
留
施
設

四
十
六

第
二
十
八
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
有
機
化
学
工
業

製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
洗
施
設

ロ

ろ
過
施
設

ハ

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
濃
縮
施
設

ニ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

四
十
七

医
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

動
物
原
料
処
理
施
設

ロ

ろ
過
施
設

ハ

分
離
施
設

ニ

混
合
施
設
（
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
物
質
を
含
有
す
る
物
を
混
合
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

ホ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

四
十
八

火
薬
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

四
十
九

農
薬
製
造
業
の
用
に
供
す
る
混
合
施
設

五
十

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
物
質
を
含
有
す
る
試
薬
の
製
造
業
の
用
に
供
す

る
試
薬
製
造
施
設

五
十
一

石
油
精
製
業
（
潤
滑
油
再
生
業
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

脱
塩
施
設

ロ

原
油
常
圧
蒸
留
施
設

ハ

脱
硫
施
設

ニ

揮
発
油
、
灯
油
又
は
軽
油
の
洗
浄
施
設

ホ

潤
滑
油
洗
浄
施
設

五
十
一
の
二

自
動
車
用
タ
イ
ヤ
若
し
く
は
自
動
車
用
チ
ュ
ー
ブ
の
製
造
業
、
ゴ

ム
ホ
ー
ス
製
造
業
、
工
業
用
ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
防
振
ゴ
ム
製
造
業
を
除
く
。
）
、

更
生
タ
イ
ヤ
製
造
業
又
は
ゴ
ム
板
製
造
業
の
用
に
供
す
る
直
接
加
硫
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

五
十
一
の
三

医
療
用
若
し
く
は
衛
生
用
の
ゴ
ム
製
品
製
造
業
、
ゴ
ム
手
袋
製
造

業
、
糸
ゴ
ム
製
造
業
又
は
ゴ
ム
バ
ン
ド
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ラ
テ
ッ
ク
ス
成

形
型
洗
浄
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

五
十
二

皮
革
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

洗
浄
施
設

ロ

石
灰
づ
け
施
設

ハ

タ
ン
ニ
ン
づ
け
施
設

ニ

ク
ロ
ム
浴
施
設

ホ

染
色
施
設

五
十
三

ガ
ラ
ス
又
は
ガ
ラ
ス
製
品
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

研
磨
洗
浄
施
設

ロ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

五
十
四

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

抄
造
施
設

ロ

成
型
機

ハ

水
養
生
施
設
（
蒸
気
養
生
施
設
を
含
む
。
）

五
十
五

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ッ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト

五
十
六

有
機
質
砂
か
べ
材
製
造
業
の
用
に
供
す
る
混
合
施
設

五
十
七

人
造
黒
鉛
電
極
製
造
業
の
用
に
供
す
る
成
型
施
設

五
十
八

窯
業
原
料
（
う
わ
薬
原
料
を
含
む
。
）
の
精
製
業
の
用
に
供
す
る
施
設

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
洗
式
破
砕
施
設

ロ

水
洗
式
分
別
施
設

ハ

酸
処
理
施
設

ニ

脱
水
施
設

五
十
九

砕
石
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
洗
式
破
砕
施
設

ロ

水
洗
式
分
別
施
設

六
十

砂
利
採
取
業
の
用
に
供
す
る
水
洗
式
分
別
施
設

六
十
一

鉄
鋼
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

タ
ー
ル
及
び
ガ
ス
液
分
離
施
設

ロ

ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設

ハ

圧
延
施
設

ニ

焼
入
れ
施
設

ホ

湿
式
集
じ
ん
施
設

六
十
二

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

還
元
そ
う

ロ

電
解
施
設
（
溶
融
塩
電
解
施
設
を
除
く
。
）

ハ

焼
入
れ
施
設

ニ

水
銀
精
製
施
設

ホ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ヘ

湿
式
集
じ
ん
施
設

六
十
三

金
属
製
品
製
造
業
又
は
機
械
器
具
製
造
業
（
武
器
製
造
業
を
含
む
。
）

の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

焼
入
れ
施
設

ロ

電
解
式
洗
浄
施
設

ハ

カ
ド
ミ
ウ
ム
電
極
又
は
鉛
電
極
の
化
成
施
設

ニ

水
銀
精
製
施
設

ホ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

六
十
三
の
二

空
き
び
ん
卸
売
業
の
用
に
供
す
る
自
動
式
洗
び
ん
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

六
十
三
の
三

石
炭
を
燃
料
と
す
る
火
力
発
電
施
設
の
う
ち
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

〔
追
加
＝
平
一
三
政
令
二
〇
一
〕

六
十
四

ガ
ス
供
給
業
又
は
コ
ー
ク
ス
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

タ
ー
ル
及
び
ガ
ス
液
分
離
施
設

ロ

ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設
（
脱
硫
化
水
素
施
設
を
含
む
。
）

六
十
四
の
二

水
道
施
設
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第

三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
工
業
用
水
道
施
設
（
工
業
用
水
道

事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
）
又
は
自
家
用
工
業
用
水
道
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
施
設
の
う
ち
、
浄
水
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
こ
れ
ら
の
浄
水
能
力
が
一
日
当
た
り
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業

場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
五
一
政
令
一
二
二
〕

イ

沈
で
ん
施
設

ロ

ろ
過
施
設

六
十
五

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

六
十
六

電
気
め
っ
き
施
設

六
十
六
の
二

エ
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
又
は
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
の
混
合
施
設

（
前
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
〔
追
加
＝
平
二
四
政
令
一
四
七
〕

六
十
六
の
三

旅
館
業
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
用
に
供

す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の〔

追
加
＝
昭
四
九
政
令
三
六
三
〕

イ

ち
ゅ
う
房
施
設

ロ

洗
濯
施
設

ハ

入
浴
施
設

六
十
六
の
四

共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）

第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房

施
設
（
業
務
の
用
に
供
す
る
部
分
の
総
床
面
積
（
以
下
単
に
「
総
床
面
積
」
と

い
う
。
）
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
五

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ち
ゅ
う
房
施
設

（
総
床
面
積
が
三
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
六

飲
食
店
（
次
号
及
び
第
六
十
六
号
の
八
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設
（
総
床
面
積
が
四
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
七

そ
ば
店
、
う
ど
ん
店
、
す
し
店
の
ほ
か
、
喫
茶
店
そ
の
他
の
通
常

主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事
を
提
供
し
な
い
飲
食
店
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設
（
総
床
面
積
が
六
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
八

料
亭
、
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
飲
食
店
で
設
備
を
設
け
て
客
の
接
待
を
し
、
又
は
客
に
ダ
ン
ス
さ
せ
る

も
の
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設
（
総
床
面
積
が
一
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
七

洗
濯
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

六
十
八

写
真
現
像
業
の
用
に
供
す
る
自
動
式
フ
ィ
ル
ム
現
像
洗
浄
施
設

六
十
八
の
二

病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
病
床
数
が
三
〇
〇
以

上
で
あ
る
も
の
に
設
置
さ
れ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

〔
追
加
＝
昭
五
四
政
令
一
三
二
〕

イ

ち
ゅ
う
房
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

入
浴
施
設

六
十
九

と
畜
業
又
は
死
亡
獣
畜
取
扱
業
の
用
に
供
す
る
解
体
施
設

〔
改
正
＝
平
二
政
令
一
五
〕

六
十
九
の
二

中
央
卸
売
市
場
（
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
設
置
さ
れ
る
施
設
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
水
産
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

〔
追
加
＝
昭
五
一
政
令
一
二
二
〕

イ

卸
売
場

ロ

仲
卸
売
場

六
十
九
の
三

地
方
卸
売
市
場
（
卸
売
市
場
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の

（
卸
売
市
場
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
設
置
さ
れ
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
水
産
物
に
係
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
総
面
積
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
五
七
政
令
一
五
七
〕

イ

卸
売
場

ロ

仲
卸
売
場

七
十

廃
油
処
理
施
設
（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
）

七
十
の
二

自
動
車
分
解
整
備
事
業
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

用
に
供
す
る
洗
車
施
設
（
屋
内
作
業
場
の
総
面
積
が
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

七
十
一

自
動
式
車
両
洗
浄
施
設

七
十
一
の
二

科
学
技
術
（
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

研
究
、
試
験
、
検
査
又
は
専
門
教
育
を
行
う
事
業
場
で
環
境
省
令
で
定
め
る
も

の
に
設
置
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
業
務
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

〔
追
加
＝
昭
四
九
政
令
三
六
三
〕

イ

洗
浄
施
設

ロ

焼
入
れ
施
設

七
十
一
の
三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
）
で
あ
る
焼
却
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
四
政
令
一
三
二
〕

七
十
一
の
四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令

第
三
百
号
）
第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第

十
一

号
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
産

業
廃
棄
物
処
理
業
者
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
法
第
十
四

条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を

要
し
な
い
者
及
び
同
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が

設
置
す
る
も
の

〔
改
正
＝
平
一
〇
政
令
一
七
三
〕

ロ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
十
二
号
か

ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設

〔
追
加
＝
平
一
〇
政
令
一
七
三
〕

七
十
一
の
五

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ジ
ク
ロ

ロ
メ
タ
ン
に
よ
る
洗
浄
施
設
（
前
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
平
三
政
令
二
四
〇
〕

〔
改
正
＝
平
一
一
政
令
一
二
〇
〕

七
十
一
の
六

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ジ
ク
ロ

ロ
メ
タ
ン
の
蒸
留
施
設
（
前
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
平
三
政
令
二
四
〇
〕

〔
改
正
＝
平
一
一
政
令
一
二
〇
〕

七
十
二

し
尿
処
理
施
設
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
に
規

定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
処
理
対
象
人
員
が
五
〇
〇
人
以
下
の
し

尿
浄
化
槽
を
除
く
。
）

七
十
三

下
水
道
終
末
処
理
施
設

七
十
四

特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
（
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
の
処
理
施
設
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

14
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水質汚濁防止法第２条第２項第１号に定める有害物質（法施行令第２条）

１ カドミウム及びその化合物

２ シアン化合物

３ 有機燐化合物

４ 鉛及びその化合物

５ 六価クロム化合物

６ 砒素及びその化合物

７ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

８ ポリ塩化ビフェニル

９ トリクロロエチレン

10 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1，2－ジクロロエタン

14 1，1－ジクロロエチレン

15 1，2－ジクロロエチレン（H24.5.25 施行）

（旧ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝにﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝを追加）

16 1，1，1－トリクロロエタン

17 1，1，2－トリクロロエタン

18 1，3－ジクロロプロペン

19 チウラム

20 シマジン

21 チオベンカルブ

22 ベンゼン

23 セレン及びその化合物

24 ほう素及びその化合物

25 ふっ素及びその化合物

26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

27 塩化ビニルモノマー（H24.5.25 施行）

28 1，4－ジオキサン（H24.5.25 施行）

資料２
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水質汚濁防止法第２条第２項第２号に定める生活環境項目（法施行令第３条）

１ 水素イオン濃度

２ 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

３ 浮遊物質量

４ ノルマルヘキサン抽出物質含有量

５ フェノール類含有量

６ 銅含有量

７ 亜鉛含有量

８ 溶解性鉄含有量

９ 溶解性マンガン含有量

10 クロム含有量

11 大腸菌群数

12 窒素又はりんの含有量

資料３
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水質汚濁防止法第２条第４項に定める指定物質（法施行令第３条の３）

１ ホルムアルデヒド

２ ヒドラジン

３ ヒドロキシルアミン

４ 過酸化水素

５ 塩化水素

６ 水酸化ナトリウム

７ アクリロニトリル

８ 水酸化カリウム

９ アクリルアミド

10 アクリル酸

11 次亜塩素酸ナトリウム

12 二硫化炭素

13 酢酸エチル

14 メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル（別名 MTBE）

15 硫酸

16 ホスゲン

17 1,2―ジクロロプロパン

18 クロルスルホン酸

19 塩化チオニル

20 クロロホルム

21 硫酸ジメチル

22 クロルピクリン

23 りん酸ジメチル＝2・2―ジクロロビニル（別名ジクロルボス又は DDVP）

24 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト（別名オキシデプロホス又は ESP）

25 トルエン

26 エピクロロヒドリン

27 スチレン

28 キシレン

29 パラ―ジクロロベンゼン

30 Ｎ―メチルカルバミン酸 2―セカンダリ―ブチルフエニル（別名フエノブカルブ又は BPMC）

31 3,5―ジクロロ―Ｎ―（1,1―ジメチル―2―プロピニル）ベンズアミド（別名プロピザミド）

32 テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又は TPN）

33 チオりん酸Ｏ・Ｏ―ジメチル―Ｏ―（3―メチル―4―ニトロフエニル）

（別名フエニトロチオン又は MEP）

34 チオりん酸Ｓ―ベンジル―Ｏ・Ｏ―ジイソプロピル（別名イプロベンホス又は IBP）

35 1・3―ジチオラン―2―イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオラン）

36 チオりん酸Ｏ・Ｏ―ジエチル―Ｏ―（2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル）

資料４
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（別名ダイアジノン）

37 チオりん酸Ｏ・Ｏ―ジエチル―Ｏ―（5―フエニル―3―イソオキサゾリル）（別名イソキサチオン）

38 4―ニトロフエニル―2,4,6―トリクロロフエニルエーテル（別名クロルニトロフエン又は CNP）

39 チオりん酸Ｏ・Ｏ―ジエチル―Ｏ―（3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル）

（別名クロルピリホス）

40 フタル酸ビス（2―エチルヘキシル）

41 エチル＝（Ｚ）―3―［Ｎ―ベンジル―Ｎ―［［メチル（1―メチルチオエチリデンアミノオキシカ

ルボニル）アミノ］チオ］アミノ］プロピオナート（別名アラニカルブ）

42 1,2,4,5,6,7,8,8―オクタクロロ―2,3,3ａ,4,7,7ａ―ヘキサヒドロ―4,7―メタノ―1Ｈ―インデン

（別名クロルデン）

43 臭素

44 アルミニウム及びその化合物

45 ニツケル及びその化合物

46 モリブデン及びその化合物

47 アンチモン及びその化合物

48 塩素酸及びその塩

49 臭素酸及びその塩

50 クロム及びその化合物（六価クロム化合物を除く。）

51 マンガン及びその化合物

52 鉄及びその化合物

53 銅及びその化合物

54 亜鉛及びその化合物

55 フェノール類及びその塩類

56 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ［3.3.1.13,7］デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
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排水基準（排水基準を定める省令（Ｓ46.6.21 総理府令第 35号））

（１）有害物質

項 目 許容限度（mg/L）

カドミウム及びその化合物 0.03

シアン化合物 １

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、

メチルジメトン及びＥＰＮに限る。）
１

鉛及びその化合物 0.1

六価クロム化合物 0.5

砒素及びその化合物 0.1

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005

アルキル水銀化合物 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル 0.003

トリクロロエチレン 0.1

テトラクロロエチレン 0.1

ジクロロメタン 0.2

四塩化炭素 0.02

１，２－ジクロロエタン 0.04

１，１－ジクロロエチレン １

シス－１，２－ジクロロエチレン 0.4

１，１，１－トリクロロエタン ３

１，１，２－トリクロロエタン 0.06

１，３－ジクロロプロペン 0.02

チウラム 0.06

シマジン 0.03

チオベンカルブ 0.2

ベンゼン 0.1

セレン及びその化合物 0.1

ほう素及びその化合物 10

資料５
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ふっ素及びその化合物 ８

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合

物及び硝酸化合物

1ℓ につきアンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、

亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 100 ㎎

1 , 4 - ジオキサン 0.5

（２）生活環境項目

項 目 許容限度

水素イオン濃度 5.8～8.6

生物化学的酸素要求量 160（120）

浮遊物質量 200（150）

窒素含有量 120（60）

燐含有量 16（８）

ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

鉱油類含有量 ５

動植物油脂類含有量 30

フェノール類含有量 ５

銅含有量 ３

亜鉛含有量 ２

溶解性鉄含有量 10

溶解性マンガン含有量 10

クロム含有量 ２

大腸菌群数 日間平均１㎤につき 3000 個 

備考１ 水素イオン濃度、大腸菌群数、水温及び透視度以外の許容限度の単位は mg/ℓ。 

備考２ 水質の測定方法について、透視度については日本工業規格Ｋ0102 の９に定める方法、水温につ

いては一般的な測定方法によるものとし、その他の項目については、「排水基準を定める省令の規定に

基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」（昭和49年環境庁告示64号）に定めるものとする。
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上乗せ排水基準（水質汚濁防止法第三条第三項に基づく排水基準を定める条例）

５ 矢作川水域に係る上乗せ排水基準

工場又は

事業場

業種

項目及び許容限度（単位 １リットルにつきミリグラム）

適用の日又

は適用期間

生物化学的

酸素要求量

化学的

酸素要求量 浮遊物質量

ノルマルヘキサン

抽出物質含有量 フェノール

類含有量

銅含有量

鉱油類

動植物

油脂類

既

設

の

工

場

又

は

事

業

場

下水道

区域に

所在す

る者

全業種 25（20） 25（20） 70（50） 5 10 1 1 S48.6.14

その他

の地域

に所在

するも

の

畜産農業又は

サービス業（豚

房施設、牛房施

設又は馬房施

設をその業の

用に供するも

のに限る。）

日平均排出水量

が 50ｍ３以上の

もの

130（110） 160（120）

S58.1.1
日平均排出水量

が 20ｍ3 以上 50

ｍ3未満のもの

160（120） 200（150）

畜産食料品製

造業

乳製品製造業 80（60） 30（20） 10

S48.6.24

その他 120（100） 90（70） 10

水産食料品、調味料、水あめ又はめ

ん類の製造業
120（100） 90（70） 10

飲料製造業

清酒製造業 120（100） 90（70） 10

蒸りゆう酒又は

混成酒の製造業
160（120） 120（100） 10

その他 80（60） 70（50） 10

動植物油脂製造業 80（60） 80（60） 20

でん粉製造業 160（120） 80（60） 90（70） 5

冷凍調理食品製造業 50（40） 70（50） 10 S58.1.1

繊維工業又は

繊維製品製造

業

染色整

理業

毛繊維

加工業
50（40） 50（40) 10 1

S48.6.24
その他 100（80） 100（80） 10 1

その他 100（80） 100（80） 10

一般製材業、木材チップ製造業、合

板製造業又はパーティクルボード

製造業

70（50） 90（70） S58.1.1

パルプ、紙又は

紙加工品の製

板紙製造業 120（100） 180（150）
S48.6.24

その他 90（70） 120（100）

資料６
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造業

新聞業、出版業、印刷業又は製版業 25（20） 30（20） 1 S58.1.1

化学工業

医薬品製造業 80（60） 90（70） 10 S48.6.24

その他 50（40） 50（40） S49.4.1

窯業、土石製品

製造業又は非

金属鉱業

窯業原

料（う

わ薬原

料を含

む。）精

製業

日平均

排出水

量 が

50ｍ ３

以上の

もの

25（20） 200（150） 2

S48.6.24

日平均

排出水

量 が

50ｍ ３

未満の

もの

25（20） 300（250） 2

その他 25（20） 150（120） 2

鉄鋼業 25（20） 40（30） 2 1 1

非鉄金属製造業、金属製品製造業又

は機械器具製造業（武器製造業を含

む。）

25（20） 30（20） 1

空き瓶卸売業 25（20） 30（20）

S58.1.1水道施設、工業用水道施設又は自家

用工業用水道の施設を有するもの
25（20） 30（20）

酸若しくはアルカリによる表面処

理施設を有するもの又は電気めつ

き施設を有するもの

25（20） 30（20） S48.6.24

旅館業 90（70） 90（70） 90（70）
S58.1.1

病院 40（30） 90（70）

と畜業 80（60） 80（60） S48.6.24

自動車分解整備事業の用に供する

洗車施設（自動式車両洗浄施設を除

く。）を有するもの

50（40） 70（50） S58.1.1

自動式車両洗浄施設を有するもの 25（20） 70（50） S48.6.24

科学技術に関する研究、試験、検査

又は専門教育を行うもの
40（30） 90（70）

S58.1.1
一般廃棄物処理施設である焼却施

設を有するもの
40（30） 50（40） 3 1 1
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産業廃棄物処理施設を有するもの 25（20） 30（20） 3 1 1

し尿処理施設を有するもの （30） （70） S48.6.24

下水道終末処理施設を有するもの

（60） （120）

S48.6.24

から規則

で定める

日まで

（20） （70）
規則で定

める日

新

設

の

工

場

又

は

事

業

場

下水道

処理区

域に所

在する

もの

全業種 25（20） 25（20） 30（20） 2 10 0.5 1 S48.4.1

その他

の区域

に所在

するも

の

全業種（畜産農業及びサービス業

（豚房施設、牛房施設又は馬房施設

をその業の用に供するものに限

る。）、食料品製造業（冷凍調理食品

製造業を除く。）、繊維工業、繊維製

ｘ品製造業、旅館業、し尿処理施設

を有するもの並びに下水道終末処

理施設を有するものを除く。）

25（20） 25（20） 30（20） 2 10 0.5 1 S48.4.1

畜産農業又はサービス業（豚房施

設、牛房施設又は馬房施設をその業

の用に供するものに限る。）

90（70） 90（70） 100（80） S58.1.1

食料品製造業

（冷凍調理食

品製造業を除

く。）

乳製品製造業 50（40） 50（40） 30（20） 10

S48.4.1

でん粉製造業 50（40） 50（40） 50（40）

その他 50（40） 50（40） 50（40） 10

繊維工業又は繊維製品製造業 50（40） 50（40） 40（30） 10 1

旅館業 40（30） 40（30） 70（50） S58.1.1

し尿処理施設を有するもの 40（30） 40（30） 80（60）
S48.4.1

下水道終末処理施設を有するもの 25（20） 25（20） 70（50）

備考

１ この表に掲げる上乗せ排水基準は、既設の工場又は事業場にあっては１日当たりの平均的な排出水の量

が 50ｍ３（畜産農業及びサービス業（豚房施設、牛房施設又は馬房施設をその業の用に供するものに限る。）

に係る事業場にあっては 20ｍ３）以上である工場又は事業場に係る排出水について、新設の工場又は事業場に

あっては一日当たりの平均的な排出水の量が 20ｍ３以上である工場又は事業場に係る排出水について適用す

る。ただし、非金属鉱業及び窯業原料精製業に係る工場又は事業場にあっては、すべての工場又は事業場に係
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る排出水について適用する。

２ １の表備考第１号から第３号まで、第５号、第７号及び第８号並びに２の表備考第１号、第２号、第４号

及び第５号の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準を適用する場合について準用する。

参考

（１ 木曽川水域に係る上乗せ排水基準 備考）

１ この表において「既設の工場又は事業場」とは、次に掲げる工場又は事業場をいう。

(１) 昭和 57 年７月１日における水質汚濁防止法施行令（昭和 46 年政令第 188 号。以下「政令」という。）

別表第１に掲げる施設（以下「特定施設」という。）のうち(二)に規定する施設以外の施設を昭和 48年３

月 31日において現に設置している工場又は事業場（設置の工事をしているものを含む。）

(２) 昭和 57年７月１日における政令別表第１第１号の２、第 18 号の２、第 18号の３、第 19 号リ、第 21

号の２から第 21 号の４まで、第 23号の２、第 51号の２、第 51号の３、第 63 号の２、第 64 号の２、第

66 号の２、第 68 号の２、第 69 号の２、第 69 号の３、第 70 号の２又は第 71 号の２から第 71 号の４ま

でに掲げる施設のみを同年 12 月 31 日において現に設置している工場又は事業場（設置の工事をしてい

るものを含む。）

２ この表において「新設の工場又は事業場」とは、特定施設を設置した工場又は事業場のうち既設の工場又

は事業場以外のものをいう。

３ 「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

５ 排水基準を定める省令別表第二に掲げる排水基準でこの表に上乗せ排水基準の定めのないものは、新設

の工場又は事業場のうち１日当たりの平均的な排出水の量が 20ｍ３以上のものに係る排出水について適用

する。

７ 第１号(２)に規定する施設を設置することにより新設の工場又は事業場となった工場又は事業場で、当

該工場又は事業場に係るこの表に掲げる上乗せ排水基準の適用の日が「昭和 48 年４月１日」とあるものに

ついては、当該上乗せ排水基準の適用の日は、昭和 58年１月１日とする。

８ １の工場又は事業場が２以上の業種に属する場合にあっては、当該工場又は事業場の主たる事業の属す

る業種に係る上乗せ排水基準を適用する。

（２ 名古屋港・庄内川等水域に係る上乗せ排水基準 備考）

１ この表において「下水道処理区域」とは、下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第２条第８号に規定する処

理区域をいう。

２ 生物化学的酸素要求量についての上乗せ排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出

水について適用し、化学的酸素要求量についての上乗せ排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水につ

いて適用する。

４ １ 木曽川水域に係る上乗せ排水基準の表（以下「１の表」という。）備考第１号(２)に掲げる工場又は

事業場に相当する工場又は事業場で、当該工場又は事業場に係るこの表に掲げる上乗せ排水基準の適用の日

が「昭和 48 年６月 24 日」とあるものについては、当該上乗せ排水基準の適用の日は、昭和 58 年１月１日

とする。

５ 既設の工場又は事業場に当該工場又は事業場に係るこの表に掲げる上乗せ排水基準の適用の日（１の表
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備考第１号(２)に掲げる工場又は事業場に相当する工場又は事業場で当該適用の日が「昭和 48 年６月 24

日」とあるものにあっては、昭和 58 年１月１日とし、適用期間の定めのある工場又は事業場にあつては、

当該適用期間の初日とする。以下この号において同じ。）後において特定施設（昭和 58 年１月１日前におい

ては、１の表備考第１号(１)に規定する施設に限る。以下この号において同じ。）を設置した場合（適用の

日において特定施設の設置の工事をしている場合を除く。）で、当該特定施設の設置に伴い当該工場又は事

業場の１日当たりの平均的な排出水の量が増加することとなるとき（当該特定施設の設置後の１日当たりの

平均的な排出水の量が 1000ｍ３未満であるときを除く。）は、当該特定施設の設置の日以後において当該工

場又は事業場に係る排出水について適用される上乗せ排水基準のうち生物化学的酸素要求量、化学的酸素要

求量及び浮遊物質量についての許容限度は、付表の算式により算出して得られる値（単位 １リットルにつ

きミリグラム）とする。ただし、適用期間の定めのある工場又は事業場に当該適用期間の末日までに特定施

設を設置した場合（同日において特定施設の設置の工事をしている場合を含む。）における当該適用期間経

過後（同日において特定施設の設置の工事をしている場合にあっては、当該特定施設の設置の日以後）の許

容限度は、同表の算式により算出して得られる値とこの表に掲げる当該適用期間経過後の値とのいずれか小

さい値とする。

※ 上乗せ排水基準の適用を受ける工場又は事業場は、昭和 57 年７月１日における政令別表第１に掲げる特

定施設を設置する工場又は事業場です。昭和 57 年７月１日以降に追加された特定施設のみを設置する工

場又は事業場は、上乗せ排水基準は設定されていません。

※ 当分の間は、排水量 20ｍ３/日以上 50ｍ３/日未満の上乗せ条例の適用を受ける新設の工場又は事業場に

ついては、窒素及びりんに係る備考第５号の適用を猶予されています。
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達成目標値（岡崎市生活環境保全条例第９条）

（１）有害物質

項 目 許容限度（mg/L）

カドミウム及びその化合物 0.015

シアン化合物 0.5

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、

メチルジメトン及びＥＰＮに限る。）
0.5

鉛及びその化合物 0.05

六価クロム化合物 0.25

砒素及びその化合物 0.05

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005

ポリ塩化ビフェニル 0.0015

トリクロロエチレン 0.05

テトラクロロエチレン 0.05

ジクロロメタン 0.1

四塩化炭素 0.01

１，２－ジクロロエタン 0.02

１，１－ジクロロエチレン 0.5

シス－１，２－ジクロロエチレン 0.2

１，１，１－トリクロロエタン 1.5

１，１，２－トリクロロエタン 0.03

１，３－ジクロロプロペン 0.01

チウラム 0.03

シマジン 0.015

チオベンカルブ 0.1

ベンゼン 0.05

セレン及びその化合物 0.05

ふっ素及びその化合物 ４

1 , 4 - ジオキサン 0.25

資料７
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（２）生活環境項目

項 目 許容限度

水素イオン濃度 5.8～8.6

生物化学的酸素要求量 25（20）

化学的酸素要求量 25（20）

浮遊物質量 30（20）

ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

鉱油類含有量 ２

動植物油脂類含有量 10

フェノール類含有量 0.5

銅含有量 １

溶解性鉄含有量 ５

溶解性マンガン含有量 ３

クロム含有量 １

大腸菌群数 日間平均１㎤につき 500 個 

備考 この表において、「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について

定めたものをいう。



 

 

水質汚濁防止法第４条の５第１項及び第２項の規定に基づく化学的酸素要求量に係る総量規制基準 

（平成29年６月27日 愛知県告示第286号） 

 

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第４条の５第１項及び第２項の規定

に基づき、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第２第２号ロに掲げる指定地域内の

特定事業場で、１日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの（以下「指定地域内事

業場」という。）から排出される排出水の汚濁負荷量について、化学的酸素要求量に係る総量規制基

準を次のように定め、平成29年９月１日から施行し、平成24年愛知県告示第118号（水質汚濁防止法

第４条の５第１項及び第２項の規定に基づく化学的酸素要求量に係る総量規制基準）は、平成29年８

月31日限り廃止する。 

ただし、この告示の施行の日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第５条又は第７条

の届出がされているものを含む。）に係る次の第１項に規定するＣｃ並びに次の第２項に規定するＣ

ｃｊ、Ｃｃｉ及びＣｃｏに係る業種その他の区分及びその区分ごとの値（同日以後に特定施設（指定

地域特定施設を含む。以下同じ。）の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量に係るも

のを除く。）については、次の第１項及び第２項の規定にかかわらず、平成31年３月31日までの間は、

なお従前の例による。 

１ 法第４条の５第１項の規定による総量規制基準は、 に掲げる算式により算定した汚濁負荷量

とし、 に掲げる指定地域内事業場に適用する。 

  Ｌｃ＝Ｃｃ・Ｑｃ×10－３ 

この式において、Ｌｃ、Ｃｃ及びＱｃは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｌｃ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム） 

Ｃｃ 別表の第３欄 に掲げる化学的酸素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｑｃ 特定排出水の量（単位 １日につき立方メートル） 

 ア 昭和55年７月１日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第５条又は第７条

の規定による届出がされているものを含む。） 

イ 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令

（昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。）の施行により昭和57年７月

１日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に法第５条又は第７条

の規定による届出がされているものを含む。） 

ウ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改

正政令」という。）の施行により昭和58年１月１日前に新たに指定地域内事業場となった事

業場（同日前に法第５条又は第７条の規定による届出がされているものを含む。） 

エ 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令

（昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。）の施行により平成元年４月

１日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に法第５条又は第７条

の規定による届出がされているものを含む。） 

オ 水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令（平成２年政令第266号。以下「平成２年

改正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 
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カ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成３年政令第240号。以下「平成３年改

正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

キ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成９年政令第269号。

以下「平成９年改正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又

は事業場 

ク 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成10年政令第173号。以下「平成10年改

正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

ケ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成11年政令第412号。以下「平成11年改

正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

コ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成13年政令第201号。以下「平成13年改

正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

サ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成24年政令第147号。以下「平成24年改

正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

２ 法第４条の５第２項の規定に基づき、前項の総量規制基準に代えて適用する総量規制基準は、

 に掲げる算式により算定した汚濁負荷量とし、 に掲げる指定地域内事業場に適用する。 

  Ｌｃ＝（Ｃｃｊ・Ｑｃｊ＋Ｃｃｉ・Ｑｃｉ＋Ｃｃｏ・Ｑｃｏ）×10－３ 

この式において、Ｌｃ、Ｃｃｊ、Ｃｃｉ、Ｃｃｏ、Ｑｃｊ、Ｑｃｉ及びＱｃｏは、それぞれ

次の値を表すものとする。 

Ｌｃ  排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム）     

Ｃｃｊ 別表の第３欄 に掲げる化学的酸素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｃｃｉ 別表の第３欄 に掲げる化学的酸素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｃｃｏ 前項の式において用いられるＣｃと同じ値（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｑｃｊ 平成３年７月１日（ カに掲げる指定地域内事業場にあっては平成３年10月１日、

 キに掲げる指定地域内事業場にあっては平成９年12月１日、 クに掲げる指定地

域内事業場にあっては平成10年６月17日、 ケに掲げる指定地域内事業場にあって

は平成12年３月１日、 コに掲げる指定地域内事業場にあっては平成13年７月１日、

 サに掲げる指定地域内事業場にあっては平成24年５月25日）以後に特定施設の設

置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（単位 １日につき立方メート

ル） 

Ｑｃｉ 昭和55年７月１日（ イに掲げる指定地域内事業場にあっては昭和57年７月１日、

 ウに掲げる指定地域内事業場にあっては昭和58年１月１日、 エに掲げる指定地

域内事業場にあっては平成元年４月１日、 オに掲げる指定地域内事業場にあって

は平成３年４月１日）から平成３年６月30日までの間に特定施設の設置又は構造等

の変更により増加する特定排出水の量。ただし、 カからサまでに掲げる指定地域

内事業場に係る特定排出水の量を除く。（単位 １日につき立方メートル） 

Ｑｃｏ 特定排出水の量（Ｑｃｊ及びＱｃｉを除く。）（単位 １日につき立方メートル） 

 ア 昭和55年７月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされた指定地域内事   

業場（イからサまで及び前項 イからサまでに掲げるものを除く。） 
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イ 昭和56年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

昭和57年７月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

ウ 昭和57年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった事業場のうち、昭和58

年１月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

エ 昭和63年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成元年４月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

オ 平成２年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成３年４月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

カ 平成３年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成３年10月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

キ 平成９年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成９年12月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

ク 平成10年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成10年６月17日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

ケ 平成11年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成12年３月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

コ 平成13年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成13年７月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

サ 平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成24年５月25日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

３ 一の指定地域内事業場が二以上の業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る

第１項又は第２項の総量規制基準は、当該業種等ごとに第１項又は第２項に掲げる算式により算

定した値を合計した汚濁負荷量とする。 
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整理

番号 

 

 

業種その他の区分 

化学的酸素要求

量（単位１リッ

トルにつきミリ

グラム） 

 

 

備    考 

      

２ 畜産農業 100 70 70  

３ 天然ガス鉱業 60 60 60  

４ 非金属鉱業 20 20 20  

５ 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 40 40 30  

６ 乳製品製造業 30 30 20 平成８年９月１日以後に特定

施設の設置又は構造等の変更

により増加する特定排出水の

量を除く特定排出水の量（以

下「平成８年９月１日前の特

定施設に係る量」という。）に

あっては、第３欄 の値は、

30とする。 

７ 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを

除く。） 

40 40 30  

８ 水産缶詰・瓶詰製造業 40 40 30  

９ 寒天製造業 55 55 55  

10 魚肉ハム・ソーセージ製造業 30 30 20  

11 水産練製品製

造業（前項に掲

げるものを除

く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

30 30 20  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

30 30 30  

12 冷凍水産物製

造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

30 30 20  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

40 30 30  

13 冷凍水産食品製造業 40 40 30  

14 水産食料品製造業（整理番号８の項から前

項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・

塩蔵品製造業を含む。） 

40 40 30  

15 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造

業 

30 30 30  

16 野菜漬物製造業 40 40 30  

17 味そ製造業 70 70 30  

18 しょう油・食用アミノ酸製造業 70 70 40  

別表 
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19 うま味調味料製造業 20 20 20  

20 ソース製造業 30 30 30  

21 食酢製造業 40 40 30  

22 砂糖精製業 40 40 30  

23 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 50 50 30  

24 小麦粉製造業 30 30 30  

25 パン製造業 30 30 20  

26 生菓子製造業 40 40 30  

27 ビスケット類・干菓子製造業 40 40 30  

28 米菓製造業 40 40 40  

29 パン・菓子製造業（整理番号25の項から前

項までに掲げるものを除く。） 

40 40 30  

30 植物油脂製造業 40 40 30  

31 動物油脂製造業 40 40 30  

32 食用油脂加工業 40 40 30  

33 ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製

造業 

50 50 40  

34 穀類でんぷん製造業 50 50 40  

35 めん類製造業 30 30 30  

37 豆腐・油揚製造業 30 30 30  

38 あん類製造業 60 60 40  

39 冷凍調理食品製造業 30 20 20  

40 

 

そう（惣）菜製造業のうち煮豆の製造に係

るもの 

30 30 30  

41 清涼飲料製造業 20 20 20  

42 果実酒製造業 30 30 30  

43 ビール製造業 30 30 30  

44 清酒製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

30 30 30  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

40 40 30  

45 蒸留酒・混成酒

製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

30 30 20  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

40 30 20  

46 インスタントコーヒー製造業 20 20 20  
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47 配合飼料製造業 20 20 20  

48 単体飼料製造業 20 20 20  

49 有機質肥料製造業 30 20 20  

50 たばこ製造業 30 20 20  

51 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） 30 30 30  

55 繊維工業（整理番号51の項に掲げるもの及

び衣服その他の繊維製品に係るものを除

く。以下同じ。）で整毛工程に係るもの 

75 75 70  

57 繊維工業で麻製繊工程に係るもの 90 90 90  

58 繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり

抜き、精練漂白、シルケット加工その他の

染色整理工程に付帯して行われる加工処

理工程（以下「染色整理工程付帯加工処理

工程」という。）を含む。）に係るもの 

40 40 30  

59 繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係る

もの（前項に掲げるものを除く。） 

80 80 80  

60 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色

整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係

るもの 

90 90 90  

61 繊維工業で綿

状繊維・糸染色

整理工程（染色

整理工程付帯

加工処理工程

を含む。）に係

るもの 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

60 50 50  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

80 50 50  

62 繊維工業でニット・レース染色整理工程

（染色整理工程付帯加工処理工程を含

む。）に係るもの 

50 50 50  

63 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係る

もの 

90 90 80  

64 繊維工業で不織布製造工程に係るもの 70 70 60  

65 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの 40 40 40  

66 繊維工業で上塗りした織物及び防水した

織物製造工程に係るもの 

40 40 40  

67 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係

るもの 

40 40 40  

68 繊維工業（整理番号55の項から前項までに

掲げるものを除く。） 

50 30 30  

69 一般製材業又は木材チップ製造業 40 40 40  

71 合板製造業（集成材製造業を含む。）又は 30 30 30 接着機洗浄水を循環するもの
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パーティクルボード製造業 にあっては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に従い、

10、10、10とする。 

75 木材薬品処理業 20 20 20  

76 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で溶解パルプ製造工程に係るもの 

70 70 60  

77 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

でサルファイトパルプ製造工程に係るも

の 

60 60 60  

78 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

でグランドパルプ製造工程、リファイナー

グランドパルプ製造工程又はサーモメカ

ニカルパルプ製造工程に係るもの 

50 50 50  

79 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で未さらしケミグランドパルプ製造工程

又は未さらしセミケミカルパルプ製造工

程に係るもの（次項に掲げるものを除く。）

70 70 70  

80 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

でさらしケミグランドパルプ製造工程（前

工程の未さらしケミグランドパルプ製造

工程を含む。）又はさらしセミケミカルパ

ルプ製造工程（前工程の未さらしセミケミ

カルパルプ製造工程を含む。）に係るもの

80 80 80  

81 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で未さらしクラフトパルプ製造工程に係

るもの（次項に掲げるものを除く。） 

60 50 40  

82 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

でさらしクラフトパルプ製造工程（前工程

の未さらしクラフトパルプ製造工程を含

む。）に係るもの 

70 70 60 精選工程においてドラム型洗

浄機を使用しているものにあ

っては、第３欄 の値は、80

とする。 

83 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で古紙を原料とするパルプ製造工程に係

るもの（次項に掲げるものを除く。） 

60 60 50  

84 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行

うパルプ製造工程（前工程の離解工程を含

む。）に係るもの 

90 90 80  

85 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で木材又は古紙以外のものを原料とする

パルプ製造工程に係るもの 

100 100 70  

86 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

でグランドパルプ、リファイナーグランド

パルプ又はサーモメカニカルパルプを主

原料とする洋紙製造工程（前工程のグラン

ドパルプ、リファイナーグランドパルプ又

50 40 40  
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はサーモメカニカルパルプ製造工程を有

するものに限る。）に係るもの 

87 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げる

ものを除く。） 

30 30 20  

88 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業

で板紙製造工程に係るもの 

40 40 40  

89 機械すき和紙製造業 60 60 60  

90 手すき和紙製造業 90 90 80  

91 塗工紙製造業 20 20 20  

92 段ボール製造業 20 20 15  

93 重包装紙袋製造業 70 70 70  

94 セロファン製造業 25 25 15  

95 乾式法による繊維板製造業 40 40 40  

96 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） 80 80 60  

97 パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造

業（整理番号76の項から前項までに掲げる

ものを除く。） 

20 20 20  

100 印刷業（新聞その他の出版物を印刷するも

のを含む。） 

50 50 50  

101 製版業 50 50 50  

102 窒素質・りん酸質肥料製造業 30 30 30  

103 複合肥料製造業 30 30 30  

104 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

30 30 30  

105 ソーダ工業 20 20 20  

106 電炉工業 20 20 20  

107 無機顔料製造業 20 20 20 黄鉛製造工程を有するものに

あっては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、60、

60、50とする。 

108 無機化学工業製品製造業（前３項に掲げる

ものを除く。） 

20 20 20 (ｱ) 硫化鉄鉱を原料とする

酸化鉄（顔料を除く。）製

造工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、40、40、40とす

る。 

(ｲ) 希硫酸による二酸化硫

黄の洗浄工程を有する硫

酸製造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、50、50、50

とする。 
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109 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中

間物製造工程に係るもの 

60 60 40 (ｱ) 青酸誘導品含有排水を

排出する工程にあっては、

第３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、150、150、

150とする。 

(ｲ) 塩素化合物触媒を用い

たアセトン又はアセトア

ルデヒドの製造工程にあ

っては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、

100、80、80とする。 

(ｳ) エピクロルヒドリン製

造工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、140、130、130

とする。 

110 石油化学系基礎製品製造業で環式中間

物・合成染料・有機顔料製造工程に係るも

の 

50 50 30 合成染料又は合成染料中間物

の製造工程にあっては、第３

欄の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、190、190、180とす

る。 

111 石油化学系基礎製品製造業でプラスチッ

ク製造工程に係るもの 

30 20 20 メチルメタクリレート樹脂又

はアクリロニトリル・ブタジ

エン・スチレン共重合樹脂の

製造工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順序

に従い、70、70、70とする。

112 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製

造工程に係るもの 

40 40 40 (ｱ) 乳化重合法による合成

ゴム製造工程にあっては、

第３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、50、50、

50とする。 

(ｲ) クロロプレンゴム製造

工程にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の順序

に従い、130、130、130と

する。 

113 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工

業製品製造工程（脂肪族系中間物製造工

程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造

工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム

製造工程を除く。）に係るもの 

50 50 50 (ｱ) 有機ゴム薬品製造工程

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に

従い、270、260、260とす

る。 

(ｲ) 有機農薬原体製造工程

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に

従い、180、180、160とす

る。 

114 石油化学系基礎製品製造業（整理番号109 60 50 40  
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の項から前項までに掲げるものを除く。） 

115 脂肪族系中間物製造業 60 60 50 (ｱ) 青酸誘導品含有排水を

排出する工程にあっては、

第３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、210、210、

190とする。 

(ｲ) 塩素化合物触媒を用い

たアセトン又はアセトア

ルデヒドの製造工程にあ

っては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、

100、80、80とする。 

(ｳ) エピクロルヒドリン製

造工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、140、130、130

とする。 

116 メタン誘導品製造業 30 30 20  

117 発酵工業 120 110 110  

118 コールタール製品製造業 120 120 120  

119 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 50 50 30 合成染料又は合成染料中間物

の製造工程にあっては、第３

欄の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、190、190、190とす

る。 

120 プラスチック製造業 30 30 30 (ｱ) メチルメタクリレート

樹脂又はアクリロニトリ

ル・ブタジエン・スチレン

共重合樹脂の製造工程に

あっては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に従

い、70、50、50とする。 

(ｲ) 硝酸セルロース又は酢

酸セルロースの製造工程

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に

従い、60、60、50とする。

121 合成ゴム製造業 40 40 40 (ｱ) 乳化重合法による合成

ゴム製造工程にあっては、

第３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、70、70、

70とする。 

(ｲ) クロロプレンゴム製造

工程にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の順序

に従い、130、130、130と

する。 
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122 有機化学工業製品製造業（整理番号109の

項から前項までに掲げるものを除く。） 

50 50 50 (ｱ) 有機ゴム薬品製造工程

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に

従い、150、150、150とす

る。 

(ｲ) 有機農薬原体製造工程

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に

従い、180、180、160とす

る。 

123 レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨ

ンの製造に係るもの 

50 30 20  

124 レーヨン・アセテート製造業のうちアセテ

ートの製造に係るもの 

30 30 30  

125 合成繊維製造業 30 30 30 アクリル系繊維製造工程にあ

っては、第３欄 及び の値

は、それぞれ、60、40とする。

126 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 40 40 30  

127 石けん・合成洗剤製造業 20 10 10  

128 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除

く。） 

40 40 40  

129 塗料製造業 40 40 40  

130 印刷インキ製造業 40 40 30  

131 医薬品原薬・製剤製造業 70 70 60 平成８年９月１日前の特定施

設に係る量にあっては、第３

欄 の値は、70とする。 

132 医薬品製剤製造業 30 30 30  

133 生物学的製剤製造業 30 30 30  

134 生薬・漢方製剤製造業 20 20 20  

135 動物用医薬品製造業 60 60 50  

136 火薬類製造業 20 20 20 硝酸エステル又はニトロ化合

物の製造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、60、60、50とす

る。 

137 農薬製造業 30 30 20  

138 合成香料製造業 120 110 110  

139 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） 30 30 20  

140 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造

業 

30 30 20  

142 ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を

含む。） 

20 20 20  

143 写真感光材料製造業 10 10 10  
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144 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 40 40 40  

145 イオン交換樹脂製造業 160 160 130  

146 化学工業（整理番号102の項から前項まで

に掲げるものを除く。） 

40 40 40  

147 石油精製業 20 20 20 潤滑油製造工程を有するもの

にあっては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に従い、

30、30、30とする。 

148 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） 30 30 30 硫酸洗浄工程を有するものに

あっては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、40、

40、40とする。 

149 コークス製造業 180 180 90  

150 石油コークス製造業 70 70 50  

151 自動車タイヤ・チューブ製造業 10 10 10  

152 ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄

工程に係るもの 

60 40 40  

153 ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

20 20 20  

154 なめしかわ製造業 100 100 100  

155 毛皮製造業 50 50 50  

156 板ガラス製造業 10 10 10  

157 板ガラス加工業 10 10 10  

158 ガラス製加工素材製造業 10 10 10  

159 ガラス容器製造業 10 10 10  

160 理化学用・医療用ガラス器具製造業 10 10 10  

161 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 10 10 10  

162 ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造

業 

50 50 50  

163 ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げる

ものを除く。） 

30 30 30  

164 ガラス・同製品製造業（整理番号156の項

から前項までに掲げるものを除く。） 

10 10 10  

165 生コンクリート製造業 10 10 10  

166 コンクリート製品製造業 10 10 10  

167 セメント製品製造業（前２項に掲げるもの

を除く。） 

10 10 10  

168 黒鉛電極製造業 20 20 20  

169 砕石製造業 20 20 20  

170 鉱物・土石粉砕等処理業 20 20 20  
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172 うわ薬製造業 20 20 20  

173 高炉による製鉄業 10 10 10 コークス炉を有するものにあ

っては、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、40、

30、30とする。 

175 フェロアロイ製造業 20 20 20  

176 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるもの

を除く。） 

10 10 10  

178 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含む。）

又は電気炉（単独電気炉を含む。）による

ものに限る。） 

20 20 20  

179 熱間圧延業（整理番号182の項及び同183の

項に掲げるものを除く。） 

20 20 20  

180 冷間圧延業（整理番号182の項及び同183の

項に掲げるものを除く。） 

20 20 20  

181 冷間ロール成型形鋼製造業 20 20 20  

182 鋼管製造業 20 20 20  

183 伸鉄業 10 10 10  

184 磨棒鋼製造業 10 10 10  

185 引抜鋼管製造業 10 10 10  

186 伸線業 20 10 10  

187 ブリキ製造業 20 20 20  

188 亜鉛鉄板製造業 20 20 20  

189 めっき鋼管製造業 20 20 20  

190 めっき鉄鋼線製造業 20 20 20  

191 表面処理鋼材製造業（整理番号187の項か

ら前項までに掲げるものを除く。） 

10 10 10  

192 鍛鋼製造業 10 10 10  

193 鍛工品製造業 15 10 10  

194 鋳鋼製造業 10 10 10  

195 銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号197の

項に掲げるものを除く。） 

10 10 10  

196 鋳鉄管製造業 10 10 10  

197 可鍛鋳鉄製造業 10 10 10  

198 鉄粉製造業 10 10 10  

199 

 

鉄鋼業（整理番号173の項から前項までに

掲げるものを除く。） 

15 10 10  

200 非鉄金属製造業 20 10 10  

201 電気めっき業 40 40 40  

202 金属製品製造業（前項に掲げるものを除 20 10 10 電気めっき工程又は塗装工程
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く。） にあっては、第３欄 及び 

の値は、20とする。 

203 一般機械器具製造業 20 10 10 電気めっき工程又は塗装工程

にあっては、第３欄 及び 

の値は、それぞれ、20、15と

する。 

204 電子回路製造業 20 20 20  

205 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前

項に掲げるものを除く。）、電気機械器具製

造業又は情報通信機械器具製造業 

15 10 10 電気めっき工程又は塗装工程

にあっては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に従い、

20、20、20とする。 

206 輸送用機械器具製造業 20 10 10 電気めっき工程又は塗装工程

にあっては、第３欄 及び 

の値は、20とする。 

207 精密機械器具製造業 15 10 10 電気めっき工程又は塗装工程

にあっては、第３欄 及び 

の値は、15とする。 

208 ガス製造工場 20 20 20  

209 下水道業 ア 活性汚泥法、標準散水ろ床法

その他これらと同程度に下

水を処理することができる

方法により下水を処理する

もの（繊維工業の排水を主と

して処理する公共下水道を

除く。） 

20 20 20  

イ 高速散水ろ床法、モディファ

イドエアレーション法その

他これらと同程度に下水を

処理することができる方法

により下水を処理するもの

（繊維工業の排水を主とし

て処理する公共下水道を除

く。） 

40 40 40  

ウ 繊維工業の排水を主として

処理する公共下水道 

40 40 40  

210 空瓶卸売業 30 20 20  

211 共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第

160号）第６条に規定する施設をいう。） 

30 30 30  

212 弁当仕出屋又は弁当製造業 50 40 30  

213 飲食店 50 40 30 平成18年２月１日以後に設置

されるし尿浄化槽を使用する

ものにあっては、第３欄 及

び の値は、30とする。 

214 宿泊業 50 40 30 平成18年２月１日以後に設置

されるし尿浄化槽を使用する
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ものにあっては、第３欄 及

び の値は、30とする。 

215 リネンサプライ業 40 40 30  

216 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） 40 40 30  

218 写真業（写真現像・焼付業を含む。） 60 60 60  

219 自動車整備業 20 20 20  

220 病院 30 30 30 平成18年２月１日以後に設置

されるし尿浄化槽を使用する

ものにあっても、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従

い、30、30、30とする。 

221 し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年

政令第338号）第32条第１項の表に規定す

る算定方法により算定した処理対象人員

が501人以上のものに限る。） 

30 30 30 (ｱ) 平成18年１月31日以前

に設置されたものであっ

て、第２欄により算定した

処理対象人員が5,000人以

下のものにあっては、第３

欄 の値は、40とする。 

(ｲ) (ｱ)のうち、昭和55年建

設省告示第1292号が適用

される前のものにあって

は、第３欄 及び の値

は、40とする。 

(ｳ) 平成18年２月１日以後

に設置されるものにあっ

ても、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、

30、30、30とする。 

(ｴ) (ｳ)のうち、建築基準法

施行令第32条第３項第２

号に規定する技術上の基

準を満たす構造のし尿浄

化槽より高度にし尿を処

理することができる方法

によりし尿を処理するも

のにあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に

従い、25、25、25とする。

222 し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第１

項の表に規定する算定方法により算定し

た処理対象人員が201人以上500人以下の

ものに限る。） 

50 50 40 (ｱ) 昭和55年建設省告示第

1292号が適用される前の

ものにあっては、第３欄 

及び の値は、70とする。

(ｲ) 平成18年２月１日以後

に設置されるものにあっ

ては、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、

30、30、30とする。 
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223 し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除

く。） 

40 30 20 昭和62年６月30日以前に設置

されたものにあっては、第３

欄 の値は、40とする。 

224 ごみ処理業 30 30 30  

225 廃油処理業 20 20 20  

226 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除

く。） 

20 20 20  

227 死亡獣畜取扱業 40 40 40  

228 と畜場 40 40 40  

229 中央卸売市場 20 20 20  

230 地方卸売市場 20 20 20  

231 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則

（昭和46年総理府・通商産業省令第２号）

第１条の２各号に掲げるものをいう。） 

20 20 20  

232 前各項に分類

されないもの 

 

 

ア し尿浄化槽（処理対象

人員が200人以下のも

の）、社員食堂のちゅう

房施設等生活に伴う施

設に係るもの 

60 40 40  

イ その他 20 20 20  
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水質汚濁防止法第４条の５第１項及び第２項の規定に基づく窒素含有量に係る総量規制基準 

（平成29年６月27日 愛知県告示第287号） 

 

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第４条の５第１項及び第２項の規定

に基づき、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第２第２号ロに掲げる指定地域内の

特定事業場で、１日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの（以下「指定地域内事

業場」という。）から排出される排出水の汚濁負荷量について、窒素含有量に係る総量規制基準を次

のように定め、平成29年９月１日から施行し、平成24年愛知県告示第119号（水質汚濁防止法第４条

の５第１項及び第２項の規定に基づく窒素含有量に係る総量規制基準）は、平成29年８月31日限り廃

止する。 

ただし、この告示の施行の日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第５条又は第７条

の届出がされているものを含む。）に係る次の第１項に規定するＣｎ並びに次の第２項に規定するＣ

ｎｉ及びＣｎｏに係る業種その他の区分及びその区分ごとの値（同日以後に特定施設（指定地域特定

施設を含む。以下同じ。）の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量に係るものを除く。）

については、次の第１項及び第２項の規定にかかわらず、平成31年３月31日までの間は、なお従前の

例による。 

１ 法第４条の５第１項の規定による総量規制基準は、 に掲げる算式により算定した汚濁負荷量

とし、 に掲げる指定地域内事業場に適用する。 

  Ｌｎ＝Ｃｎ・Ｑｎ×10－３ 

この式において、Ｌｎ、Ｃｎ及びＱｎは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｌｎ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム） 

Ｃｎ 別表の第３欄 に掲げる窒素含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｑｎ 特定排出水の量（単位 １日につき立方メートル） 

 ア 平成14年10月１日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第５条又は第７条

の規定による届出がされているものを含む。） 

イ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成24年政令第147号。以下「平成24年改

正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

２ 法第４条の５第２項の規定に基づき、前項の総量規制基準に代えて適用する総量規制基準は、

 に掲げる算式により算定した汚濁負荷量とし、 に掲げる指定地域内事業場に適用する。 

  Ｌｎ＝（Ｃｎｉ・Ｑｎｉ＋Ｃｎｏ・Ｑｎｏ）×10－３ 

この式において、Ｌｎ、Ｃｎｉ、Ｃｎｏ、Ｑｎｉ及びＱｎｏは、それぞれ次の値を表すもの

とする。 

Ｌｎ  排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム） 

Ｃｎｉ 別表の第３欄 に掲げる窒素含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｃｎｏ 前項の式において用いられるＣｎと同じ値（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｑｎｉ 平成14年10月１日（ イに掲げる指定地域内事業場にあっては、平成24年５月25

日）以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（単位  

１日につき立方メートル） 

Ｑｎｏ 特定排出水の量（Ｑｎｉを除く。）（単位 １日につき立方メートル） 

 ア 平成14年10月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされた指定地域内事業

場（イ及び前項 イに掲げるものを除く。） 
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イ 平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成24年５月25日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

３ 一の指定地域内事業場が二以上の業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る

第１項又は第２項の総量規制基準は、当該業種等ごとに第１項又は第２項に掲げる算式により算

定した値を合計した汚濁負荷量とする。 

45



 

 

整理 

番号 

 

 

業種その他の区分 

窒素含有量 

（単位１リッ

トルにつきミ

リグラム） 

 

 

備    考 

    

２ 畜産農業 120 70 総面積が50平方メートル以

上の豚房施設を有するもの

にあっては、第３欄 の値

は、200とする。 

３ 天然ガス鉱業 60 60  

４ 非金属鉱業 10 10  

５ 部分肉・冷凍肉製

造業又は肉加工品

製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

35 25  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

50 25  

６ 乳製品製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

７ 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

30 10  

８ 水産缶詰・瓶詰製造業 20 10  

９ 寒天製造業 20 10  

10 魚肉ハム・ソーセージ製造業 20 10  

11 水産練製品製造業

（前項に掲げるも

のを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

25 20  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

35 20  

12 冷凍水産物製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

45 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

55 15  

13 冷凍水産食品製造

業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

45 30  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

55 40  

別表 
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14 水産食料品製造業

（整理番号８の項

から前項までに掲

げるものを除き、

魚介類塩干・塩蔵

品製造業を含む。）

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

45 30  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

50 30  

15 野菜缶詰・果実缶

詰・農産保存食料

品製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

16 野菜漬物製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 10  

17 味そ製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 20  

18 しょう油・食用ア

ミノ酸製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

40 30  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

50 35  

19 うま味調味料製造業 20 10  

20 ソース製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

21 食酢製造業 20 10  

22 砂糖精製業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

23 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 15 10  

24 小麦粉製造業 20 10  
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25 パン製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

26 生菓子製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

27 ビスケット類・干菓子製造業 15 10  

28 米菓製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

29 パン・菓子製造業（整理番号25の項から前項

までに掲げるものを除く。） 

20 10  

30 植物油脂製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

10 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

31 動物油脂製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

32 食用油脂加工業 15 10  

33 ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造

業 

20 10  

34 穀類でんぷん製造業 20 15  

35 めん類製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 20  

37 豆腐・油揚製造業 30 20  

38 あん類製造業 20 15  

39 冷凍調理食品製造業 25 10  
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40 そう（惣）菜製造

業のうち煮豆の製

造に係るもの 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

41 清涼飲料製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

42 果実酒製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

43 ビール製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

44 清酒製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

45 蒸留酒・混成酒製

造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 15  

46 インスタントコーヒー製造業 20 10  

47 配合飼料製造業 15 10  

48 単体飼料製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

30 20  

49 有機質肥料製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

20 15  
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限る。 

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

30 20  

50 たばこ製造業 20 10  

51 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） 20 10  

55 繊維工業（整理番号51の項に掲げるもの及び

衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以

下同じ。）で整毛工程に係るもの 

20 10  

57 繊維工業で麻製繊工程に係るもの 15 10  

58 繊維工業で毛織物

機械染色整理工程

（のり抜き、精練

漂白、シルケット

加工その他の染色

整理工程に付帯し

て行われる加工処

理工程（以下「染

色整理工程付帯加

工処理工程」とい

う。）を含む。）に

係るもの 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

59 繊維工業で織物機

械染色整理工程

（染色整理工程付

帯加工処理工程を

含む。）に係るもの

（前項に掲げるも

のを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15 綿織物捺染工程にあって

は、第３欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、80、

50とする。 イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

 

25 15 

60 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

20 10  

61 繊維工業で綿状繊

維・糸染色整理工

程（染色整理工程

付帯加工処理工程

を含む。）に係るも

の 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

62 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染

色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係る

もの 

10 10  

63 繊維工業で繊維雑

品染色整理工程

（染色整理工程付

帯加工処理工程を

含む。）に係るもの

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  
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64 繊維工業で不織布製造工程に係るもの 20 15  

65 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの 15 10  

66 繊維工業で上塗り

した織物及び防水

した織物製造工程

に係るもの 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10  

イ

 

日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15  

67 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るも

の 

20 10  

68 繊維工業（整理番号55の項から前項までに掲

げるものを除く。） 

20 15  

69 一般製材業又は木材チップ製造業 20 10  

71 合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパー

ティクルボード製造業 

10 10  

75 木材薬品処理業 20 10  

76 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

溶解パルプ製造工程に係るもの 

10 10  

77 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

サルファイトパルプ製造工程に係るもの 

10 10  

78 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ製造工程、リファイナーグラ

ンドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパ

ルプ製造工程に係るもの 

10 10  

79 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未

さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るも

の（次項に掲げるものを除く。） 

10 10  

80 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしケミグランドパルプ製造工程（前工程

の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含

む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工程

（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造

工程を含む。）に係るもの 

10 10  

81 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。） 

10 10  

82 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未

さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に係

るもの 

10 10  

83 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。） 

15 10  

84 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパル

10 10  
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プ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に係

るもの 

85 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ

製造工程に係るもの 

10 10  

86 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ、リファイナーグランドパル

プ又はサーモメカニカルパルプを主原料とす

る洋紙製造工程（前工程のグランドパルプ、

リファイナーグランドパルプ又はサーモメカ

ニカルパルプ製造工程を有するものに限る。）

に係るもの 

10 10  

87 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるもの

を除く。） 

10 10  

88 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

板紙製造工程に係るもの 

10 10  

89 機械すき和紙製造業 10 10  

90 手すき和紙製造業 10 10  

91 塗工紙製造業 10 10  

92 段ボール製造業 10 10  

93 重包装紙袋製造業 10 10  

94 セロファン製造業 20 10  

95 乾式法による繊維板製造業 20 10  

96 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） 15 10  

97 パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業

（整理番号76の項から前項までに掲げるもの

を除く。） 

15 10  

 

100 印刷業（新聞その

他の出版物を印刷

するものを含む。）

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

25 15 新聞その他の出版物を印刷

するものにあっては、第３

欄の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、20、10とする。イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

25 25 

101 製版業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 20  

102 窒素質・りん酸質肥料製造業 15 10 (ｱ) アンモニア製造工程

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、40、30とする。

(ｲ) アンモニア誘導品製

造工程にあっては、第３
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欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、200、200

とする。 

(ｳ) 尿素製造工程にあっ

ては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、700、700とする。 

103 複合肥料製造業 15 10  

104 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

10 10  

105 ソーダ工業 10 10  

106 電炉工業 15 10  

107 無機顔料製造業 35 25 黄鉛顔料製造工程にあって

は、第３欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、50、

40とする。 

108 無機化学工業製品製造業（前３項に掲げるも

のを除く。） 

35 35 (ｱ) バナジウム化合物製

造工程（塩析工程を有す

るものに限る。）にあっ

ては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、50、40とする。 

(ｲ) 酸化コバルト製造工

程にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の順

序に従い、50、40とする。

(ｳ) モリブデン化合物製

造工程（塩析工程を有す

るものに限る。）にあっ

ては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、50、40とする。 

(ｴ) イットリウム酸化物

製造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、50、40

とする。 

(ｵ) 酸化銀製造工程にあ

っては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、50、40とする。 

(ｶ) 酸化ジルコニウム製

造工程にあっては、第３

欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、50、40と

する。 

(ｷ) 窒素又はその化合物

を含有する原料を使用

する工程にあっては、第
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３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、50、40

とする。 

109 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物

製造工程に係るもの 

15 10 窒素又はその化合物を原料

として使用するものにあっ

ては、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、50、

40とする。 

110 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合

成染料・有機顔料製造工程に係るもの 

15 10 窒素又はその化合物を原料

として使用するものにあっ

ても、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、15、

10とする。 

111 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製

造工程に係るもの 

15 10  

112 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工

程に係るもの 

15 10 窒素又はその化合物を原料

又は乳化助剤として使用す

るものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、50、15とする。

113 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製

品製造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式

中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラ

スチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除

く。）に係るもの 

15 10 窒素又はその化合物を原料

として使用するものにあっ

ても、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、15、

10とする。 

114 石油化学系基礎製品製造業（整理番号109の項

から前項までに掲げるものを除く。） 

15 10  

115 脂肪族系中間物製造業 20 15 (ｱ) 窒素又はその化合物

を原料として使用する

ものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、45、20とす

る。 

(ｲ) 青酸誘導品含有排水

を排出する工程にあっ

ては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、300、300とする。 

116 メタン誘導品製造業 15 10  

117 発酵工業 20 20  

118 コールタール製品製造業 330 170  

119 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 20 15 窒素又はその化合物を原料

として使用するものにあっ

ては、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、60、

35とする。 

120 プラスチック製造業 20 15 窒素又はその化合物を原料
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又は乳化助剤として使用す

るものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、50、35とする。

121 合成ゴム製造業 15 10 

 

 

窒素又はその化合物を原料

又は乳化助剤として使用す

るものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、40、20とする。

122 有機化学工業製品製造業（整理番号109の項か

ら前項までに掲げるものを除く。） 

20 10 (ｱ) 窒素又はその化合物

を原料として使用する

ものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、75、35とす

る。 

(ｲ) イソシアヌル酸及び

その誘導品製造工程に

あっては、第３欄 の値

は、15とする。 

(ｳ) メラミン製造工程に

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、850、850とする。

(ｴ) 化学発泡剤製造工程

（尿素を原料として使

用するものに限る。）に

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、55、15とする。

123 レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨン

の製造に係るもの 

10 10  

124 レーヨン・アセテート製造業のうちアセテー

トの製造に係るもの 

15 10  

125 合成繊維製造業 15 10 窒素又はその化合物を原料

として使用するものにあっ

ては、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、60、

45とする。 

126 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 10 10  

127 石けん・合成洗剤製造業 20 15  

128 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除

く。） 

20 15  

129 塗料製造業 20 15  

130 印刷インキ製造業 15 10  

131 医薬品原薬・製剤製造業 20 10 医薬品原薬製造工程（窒素

又はその化合物を原料とし

て使用するものに限る。）に

あっては、第３欄の値は、
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それぞれ同欄の順序に従

い、25、20とする。 

132 医薬品製剤製造業 20 10  

133 生物学的製剤製造業 10 10  

134 生薬・漢方製剤製造業 15 10  

135 動物用医薬品製造業 20 15  

136 火薬類製造業 20 15  

137 農薬製造業 20 15  

138 合成香料製造業 15 10  

139 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） 15 10  

140 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 15 10  

142 ゼラチン・接着剤

製造業（にかわ製

造業を含む。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10 にかわ製造業にあっては、

第３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、15、10と

する。 イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 15

143 写真感光材料製造業 15 10  

144 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 10 10  

145 イオン交換樹脂製造業 15 10  

146 化学工業（整理番

号102の項から前

項までに掲げるも

のを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

20 10  

147 石油精製業 20 15  

148 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） 20 10  

149 コークス製造業 500 320  

150 石油コークス製造業 20 10  

151 自動車タイヤ・チューブ製造業 20 10  

152 ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程

に係るもの 

10 10  

153 ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

20 15  

154 なめしかわ製造業 20 10  

155 毛皮製造業 10 10  

156 板ガラス製造業 15 10  

157 板ガラス加工業 10 10  

158 ガラス製加工素材製造業 10 10  

159 ガラス容器製造業 10 10  

160 理化学用・医療用ガラス器具製造業 10 10  

161 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 15 10  
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162 ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業 15 10  

163 ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるも

のを除く。） 

20 10  

164 ガラス・同製品製造業（整理番号156の項から

前項までに掲げるものを除く。） 

10 10  

165 生コンクリート製造業 10 10  

166 コンクリート製品製造業 15 10  

167 セメント製品製造業（前２項に掲げるものを

除く。） 

20 15  

168 黒鉛電極製造業 10 10  

169 砕石製造業 10 10  

170 鉱物・土石粉砕等処理業 20 10  

172 うわ薬製造業 15 10  

173 高炉による製鉄業 20 10 (ｱ) 製鋼圧延を行わない

高炉による製鉄業にあ

っては、第３欄 の値

は、10とする。 

(ｲ) コークス製造工程に

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、600、400とする。

(ｳ) ステンレス硝酸酸洗

工程を有するものにあ

っては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40とする。 

175 フェロアロイ製造業 15 10  

176 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを

除く。） 

10 10  

178 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含む。）

又は電気炉（単独電気炉を含む。）によるもの

に限る。） 

15 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

179 熱間圧延業（整理番号182の項及び同183の項

に掲げるものを除く。） 

20 15 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

180 冷間圧延業（整理番号182の項及び同183の項

に掲げるものを除く。） 

10 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

181 冷間ロール成型形鋼製造業 10 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第
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３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

182 鋼管製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

183 伸鉄業 10 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

184 磨棒鋼製造業 10 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、45、40とす

る。 

185 引抜鋼管製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

186 伸線業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

187 ブリキ製造業 10 10  

188 亜鉛鉄板製造業 10 10  

189 めっき鋼管製造業 20 15  

190 めっき鉄鋼線製造業 15 10  

191 表面処理鋼材製造業（整理番号187の項から前

項までに掲げるものを除く。） 

10 10 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

192 鍛鋼製造業 10 10  

193 鍛工品製造業 15 10  

194 鋳鋼製造業 20 15  

195 銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号197の項に

掲げるものを除く。） 

15 10  

196 鋳鉄管製造業 10 10  

197 可鍛鋳鉄製造業 10 10  

198 鉄粉製造業 10 10  

199 鉄鋼業（整理番号173の項から前項までに掲げ 20 15 ステンレス硝酸酸洗工程を
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るものを除く。） 有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、55、40とす

る。 

200 非鉄金属製造業 15 10  

201 電気めっき業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15 窒素又はその化合物による

表面処理施設を設置するも

のにあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に

従い、60、50とする。 

 

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

40 25 

202 金属製品製造業

（前項に掲げるも

のを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 10 (ｱ) 溶融めっき工程（窒素

又はその化合物による

表面処理施設を設置す

るものに限る。）にあっ

ては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、45、35とする。 

(ｲ) アルマイト加工工程

（窒素又はその化合物

による表面処理施設を

設置するものに限る。）

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、60、50とする。

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

 

 

 

 

 

 

 

40 25

203 一般機械器具製造

業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

20 15 ステンレス硝酸酸洗工程を

有するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、40、20とす

る。 
イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

35 15 

204 電子回路製造業 15 10  

205 電子部品・デバイ

ス・電子回路製造

業（前項に掲げる

ものを除く。）、電

気機械器具製造業

又は情報通信機械

器具製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10 (ｱ) 民生用電気機械器具

製造工程（窒素又はその

化合物による表面処理

施設を設置するものに

限る。）にあっては、第

３欄 の値は、30とす

る。 

(ｲ) 半導体素子製造工程

にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、30、15とする。

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

30 10 

206 輸送用機械器具製

造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

15 10 自動車・同付属品製造工程

（窒素又はその化合物によ

る表面処理施設を設置する

ものに限る。）にあっては、

第３欄の値は、それぞれ同
イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

30 15
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限る。 欄の順序に従い、30、20と

する。 

207 精密機械器具製造業 15 10 時計・同部分品製造工程（時

計側を除く。）にあっては、

第３欄 の値は、30とする。

208 ガス製造工場 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

10 10  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

15 10  

209 下水道業 ア 日平均排水量30,000立

方メートル以上のもの

に限る。 

20 15 (ｱ) 標準活性汚泥法その

他これと同程度に下水

中の窒素を除去できる

方法より高度に下水中

の窒素を除去できる方

法により下水を処理す

るもの（高濃度の窒素を

含有する汚水を多量に

受け入れて処理するも

のを除く。）にあっては、

第３欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、15、

10とする。 

(ｲ) 高濃度の窒素を含有

する汚水を多量に受け

入れて処理するものに

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、25、20とする。

イ 日平均排水量30,000立

方メートル未満のもの

に限る。 

25 20

210 空瓶卸売業 20 10  

211 共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第160

号）第６条に規定する施設をいう。） 

25 15  

212 弁当仕出屋又は弁当製造業 25 10  

213 飲食店 25 10  

214 宿泊業 25 15  

215 リネンサプライ業 20 15  

216 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） 20 15  

218 写真業（写真現像・焼付業を含む。） 20 15  

219 自動車整備業 25 20  

220 病院 25 20  

221 し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政

令第338号）第32条第１項の表に規定する算定

方法により算定した処理対象人員が501人以

上のものに限る。） 

40 30 第２欄に規定する表又は建

築基準法施行令第32条第３

項第２号に規定する技術上

の基準を満たす構造のし尿

浄化槽より高度にし尿を処

理することができる方法に
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よりし尿を処理するものに

あっては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に従

い、20、10とする。 

222 し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第１項

の表に規定する算定方法により算定した処理

対象人員が201人以上500人以下のものに限

る。） 

40 30 第２欄に規定する表又は建

築基準法施行令第32条第３

項第２号に規定する技術上

の基準を満たす構造のし尿

浄化槽より高度にし尿を処

理することができる方法に

よりし尿を処理するものに

あっては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に従

い、20、10とする。 

223 し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。） 40 30 嫌気性消化法、好気性消化

法、湿式酸化法又は活性汚

泥法に凝集処理法を加えた

方法より高度にし尿を処理

することができる方法によ

りし尿を処理するものにあ

っては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、

30、15とする。 

224 ごみ処理業 25 20  

225 廃油処理業 20 15  

226 産業廃棄物処理業

（前項に掲げるも

のを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

40 30  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

45 35  

227 死亡獣畜取扱業 25 20  

228 と畜場 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

25 15  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

30 20  

229 中央卸売市場 20 15  

230 地方卸売市場 25 15  

231 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭

和46年総理府・通商産業省令第２号）第１条

の２各号に掲げるものをいう。） 

25 15  

232 前各項に分類され

ないもの 

ア し尿浄化槽（処理対象

人員が200人以下のも

の）、社員食堂のちゅう

房施設等生活に伴う施

40 30  
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設に係るもの 

イ その他 20 15  
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水質汚濁防止法第４条の５第１項及び第２項の規定に基づくりん含有量に係る総量規制基準 

（平成29年６月27日 愛知県告示第288号） 

 

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第４条の５第１項及び第２項の規定

に基づき、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第２第２号ロに掲げる指定地域内の

特定事業場で、１日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの（以下「指定地域内事

業場」という。）から排出される排出水の汚濁負荷量について、りん含有量に係る総量規制基準を次

のように定め、平成29年９月１日から施行し、平成24年愛知県告示第120号（水質汚濁防止法第４条

の５第１項及び第２項の規定に基づくりん含有量に係る総量規制基準）は、平成29年８月31日限り廃

止する。 

ただし、この告示の施行の日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第５条又は第７条

の届出がされているものを含む。）に係る次の第１項に規定するＣｐ並びに次の第２項に規定するＣ

ｐｉ及びＣｐｏに係る業種その他の区分及びその区分ごとの値（同日以後に特定施設（指定地域特定

施設を含む。以下同じ。）の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量に係るものを除く。）

については、次の第１項及び第２項の規定にかかわらず、平成31年３月31日までの間は、なお従前の

例による。 

１ 法第４条の５第１項の規定による総量規制基準は、 に掲げる算式により算定した汚濁負荷量

とし、 に掲げる指定地域内事業場に適用する。 

  Ｌｐ＝Ｃｐ・Ｑｐ×10－３ 

この式において、Ｌｐ、Ｃｐ及びＱｐは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｌｐ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム） 

Ｃｐ 別表の第３欄 に掲げるりん含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｑｐ 特定排出水の量（単位 １日につき立方メートル） 

 ア 平成14年10月１日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第５条又は第７条

の規定による届出がされているものを含む。） 

イ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成24年政令第147号。以下「平成24年改

正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

２ 法第４条の５第２項の規定に基づき、前項の総量規制基準に代えて適用する総量規制基準は、

 に掲げる算式により算定した汚濁負荷量とし、 に掲げる指定地域内事業場に適用する。 

  Ｌｐ＝（Ｃｐｉ・Ｑｐｉ＋Ｃｐｏ・Ｑｐｏ）×10－３ 

この式において、Ｌｐ、Ｃｐｉ、Ｃｐｏ、Ｑｐｉ及びＱｐｏは、それぞれ次の値を表すもの

とする。 

Ｌｐ  排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム） 

Ｃｐｉ 別表の第３欄 に掲げるりん含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｃｐｏ 前項の式において用いられるＣｐと同じ値（単位 １リットルにつきミリグラム） 

Ｑｐｉ 平成14年10月１日（ イに掲げる指定地域内事業場にあっては、平成24年５月25

日）以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（単位 

１日につき立方メートル） 

Ｑｐｏ 特定排出水の量（Ｑｐｉを除く。）（単位 １日につき立方メートル） 

 ア 平成14年10月１日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされた指定地域内事業

場（イ及び前項 イに掲げるものを除く。） 
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イ 平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、

平成24年５月25日以後に法第５条又は第７条の規定による届出がされたもの 

３ 一の指定地域内事業場が二以上の業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る

第１項又は第２項の総量規制基準は、当該業種等ごとに第１項又は第２項に掲げる算式により算

定した値を合計した汚濁負荷量とする。 
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整理 

番号 

 

 

業種その他の区分 

りん含有量 

（単位１リッ

トルにつきミ

リグラム） 

 

 

備    考 

    

２ 畜産農業 36 ９ 総面積が50平方メートル以

上の豚房施設を有するもの

にあっても、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に従い、

36、９とする。 

３ 天然ガス鉱業 １ １  

４ 非金属鉱業 １ １  

５ 部分肉・冷凍肉製

造業又は肉加工

品製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ ３  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

８ ４  

６ 乳製品製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

５ 3.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

６ 3.5  

７ 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

８ ４  

８ 水産缶詰・瓶詰製造業 ３ １  

９ 寒天製造業 ３ 1.5  

10 魚肉ハム・ソーセージ製造業 ３ 1.5  

11 水産練製品製造

業（前項に掲げる

ものを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ ３  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

４ 3.5  

12 冷凍水産物製造

業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

６ 4.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

８ 5.5  

13 冷凍水産食品製

造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

６ 4.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

８ ６  

別表 
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限る。 

14 水産食料品製造

業（整理番号８の

項から前項まで

に掲げるものを

除き、魚介類塩

干・塩蔵品製造業

を含む。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

６ ４  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

８ ４  

15 野菜缶詰・果実缶

詰・農産保存食料

品製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

4.5 ３  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

６ ３  

16 野菜漬物製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

2.5 ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

６ ３  

17 味そ製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ ３  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

7.5 4.5  

18 しょう油・食用アミノ酸製造業 ６ ３  

19 うま味調味料製造業 1.5 １  

20 ソース製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ 2.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

６ 2.5  

21 食酢製造業 ３ 1.5  

22 砂糖精製業 3.5 ２  

23 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 ４ ３  

24 小麦粉製造業 ３ 1.5  

25 パン製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

３ 1.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

4.5 2.5  

26 生菓子製造業 ６ ４  

27 ビスケット類・干菓子製造業 ３ １  
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28 米菓製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

３ ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

４ 2.5  

29 パン・菓子製造業

（整理番号25の

項から前項まで

に掲げるものを

除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

５ 2.5  

30 植物油脂製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ 1.5 米糠を原料として使用する

ものにあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従

い、４、１とする。 イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

５ ２ 

31 動物油脂製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

６ 4.5  

32 食用油脂加工業 2.5 １  

33 ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造

業 

２ １  

34 穀類でんぷん製造業 ４ ３  

35 めん類製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

６ 2.5  

37 豆腐・油揚製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ ４  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

６ 4.5  

38 あん類製造業 ５ ４  

39 冷凍調理食品製造業 ６ ４  

40 そう（惣）菜製造

業のうち煮豆の

製造に係るもの 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ ３  

イ 日平均排水量400立方 ７ 4.5  
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メートル未満の工場に

限る。 

41 清涼飲料製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ 1.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

４ ２  

42 果実酒製造業 1.5 1.5  

43 ビール製造業 ４ 2.5  

44 清酒製造業 ４ 1.5  

45 蒸留酒・混成酒製造業 ４ 1.5  

46 インスタントコーヒー製造業 2.5 １  

47 配合飼料製造業 ２ １  

48 単体飼料製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

3.5 1.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

3.5 ２  

49 有機質肥料製造

業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

2.5 1.5  

50 たばこ製造業 ２ １  

51 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） ２ １  

55 繊維工業（整理番号51の項に掲げるもの及び

衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以

下同じ。）で整毛工程に係るもの 

２ １  

57 繊維工業で麻製繊工程に係るもの ２ １  

58 繊維工業で毛織

物機械染色整理

工程（のり抜き、

精練漂白、シルケ

ット加工その他

の染色整理工程

に付帯して行わ

れる加工処理工

程（以下「染色整

理工程付帯加工

処理工程」とい

う。）を含む。）に

係るもの 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

１ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ １  

59 繊維工業で織物 ア 日平均排水量400立方 ５ ２  
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機械染色整理工

程（染色整理工程

付帯加工処理工

程を含む。）に係

るもの（前項に掲

げるものを除

く。） 

メートル以上の工場に

限る。 

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

 

5.5 ２  

60 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るも

の 

２ １  

61 繊維工業で綿状

繊維・糸染色整理

工程（染色整理工

程付帯加工処理

工程を含む。）に

係るもの 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

４ 1.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

５ ２  

62 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染

色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係

るもの 

1.5 １  

63 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

２ ２  

64 繊維工業で不織布製造工程に係るもの 1.5 1.5  

65 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの １ １  

66 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織

物製造工程に係るもの 

１ １  

67 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係る

もの 

２ １  

68 繊維工業（整理番号55の項から前項までに掲

げるものを除く。） 

3.5 1.5  

69 一般製材業又は木材チップ製造業 ２ １  

71 合板製造業（集成

材製造業を含

む。）又はパーテ

ィクルボード製

造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

１ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

1.5 １  

75 木材薬品処理業 ２ １  

76 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

溶解パルプ製造工程に係るもの 

１ １  

77 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

サルファイトパルプ製造工程に係るもの 

１ １  

78 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ製造工程、リファイナーグラ

ンドパルプ製造工程又はサーモメカニカル

パルプ製造工程に係るもの 

１ １  

79 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で １ １  
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未さらしケミグランドパルプ製造工程又は

未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係

るもの（次項に掲げるものを除く。） 

80 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしケミグランドパルプ製造工程（前工程

の未さらしケミグランドパルプ製造工程を

含む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造

工程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ

製造工程を含む。）に係るもの 

２ １  

81 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしクラフトパルプ製造工程に係るも

の（次項に掲げるものを除く。） 

１ １  

82 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未

さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に

係るもの 

１ １  

83 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とするパルプ製造工程に係るも

の（次項に掲げるものを除く。） 

1.5 １  

84 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパ

ルプ製造工程（前工程の離解工程を含む。）

に係るもの 

1.5 １  

85 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

木材又は古紙以外のものを原料とするパル

プ製造工程に係るもの 

１ １  

86 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ、リファイナーグランドパル

プ又はサーモメカニカルパルプを主原料と

する洋紙製造工程（前工程のグランドパル

プ、リファイナーグランドパルプ又はサーモ

メカニカルパルプ製造工程を有するものに

限る。）に係るもの 

１ １  

87 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるもの

を除く。） 

1.5 １  

88 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

板紙製造工程に係るもの 

1.5 １  

89 機械すき和紙製造業 １ １  

90 手すき和紙製造業 １ １  

91 塗工紙製造業 １ １  

92 段ボール製造業 １ １  

93 重包装紙袋製造業 １ １  

94 セロファン製造業 １ １  

95 乾式法による繊維板製造業 １ １  

96 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） 1.5 １  
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97 パルプ製造業、紙

製造業又は紙加

工品製造業（整理

番号76の項から

前項までに掲げ

るものを除く。）

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

１ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

1.5 １  

100 印刷業（新聞その

他の出版物を印

刷するものを含

む。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ １ 新聞その他の出版物を印刷

するものにあっては、第３欄

 の値は、１とする。 

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ ２ 

101 製版業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ 1.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ ２  

102 窒素質・りん酸質肥料製造業 ２ 1.5  

103 複合肥料製造業 ２ 1.5  

104 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

１ １  

105 ソーダ工業 1.5 １  

106 電炉工業 ２ １  

107 無機顔料製造業 1.5 1.5  

108 無機化学工業製品製造業（前３項に掲げるも

のを除く。） 

２ 1.5 りん及びりん化合物製造工

程にあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従

い、８、６とする。 

109 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間

物製造工程に係るもの 

1.5 １ りん又はその化合物を原料、

触媒又は中和剤として使用

するものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順序

に従い、6.5、４とする。 

110 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合

成染料・有機顔料製造工程に係るもの 

１ １ りん又はその化合物を原料、

触媒又は中和剤として使用

するものにあっては、第３欄

 の値は、2.5とする。 

111 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック

製造工程に係るもの 

1.5 １  

112 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造

工程に係るもの 

１ １  

113 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業

製品製造工程（脂肪族系中間物製造工程、環

式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プ

ラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程

１ １ りん又はその化合物を原料、

触媒又は中和剤として使用

するものにあっては、第３欄

 の値は、2.5とする。 
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を除く。）に係るもの 

114 石油化学系基礎製品製造業（整理番号109の

項から前項までに掲げるものを除く。） 

１ １  

115 脂肪族系中間物製造業 1.5 １ りん又はその化合物を原料、

触媒又は中和剤として使用

するものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順序

に従い、８、４とする。 

116 メタン誘導品製造業 ２ １  

117 発酵工業 ２ 1.5  

118 コールタール製品製造業 ２ １  

119 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 ２ 1.5 りん又はその化合物を原料、

触媒又は中和剤として使用

するものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の順序

に従い、6.5、５とする。 

120 プラスチック製造業 ２ 1.5  

121 合成ゴム製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ 1.5  

122 有機化学工業製

品製造業（整理番

号109の項から前

項までに掲げる

ものを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ 1.5 有機りん系農薬原体製造工

程にあっては、第３欄 の値

は、１とする。 

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ ２ 

123 レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨン

の製造に係るもの 

２ １  

124 レーヨン・アセテート製造業のうちアセテー

トの製造に係るもの 

２ １  

125 合成繊維製造業 ２ 1.5  

126 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 ２ １  

127 石けん・合成洗剤

製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ 1.5  

128 界面活性剤製造

業（前項に掲げる

ものを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

２ 1.5  
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限る。 

129 塗料製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ 1.5  

130 印刷インキ製造業 ２ １  

131 医薬品原薬・製剤製造業 ２ １ 医薬品原薬製造工程（りん又

はその化合物を原料として

使用するものに限る。）にあ

っては、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、４、

2.5とする。 

132 医薬品製剤製造業 ２ １  

133 生物学的製剤製造業 １ １  

134 生薬・漢方製剤製造業 ２ １  

135 動物用医薬品製造業 ２ 1.5  

136 火薬類製造業 1.5 １  

137 農薬製造業 ２ 1.5  

138 合成香料製造業 ２ １  

139 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） ２ １  

140 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 ２ １  

142 ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を含

む。） 

２ １  

143 写真感光材料製造業 ２ 1.5  

144 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 1.5 １  

145 イオン交換樹脂製造業 １ １  

146 化学工業（整理番

号102の項から前

項までに掲げる

ものを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ １  

147 石油精製業 1.5 １  

148 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） 1.5 １  

149 コークス製造業 １ １  

150 石油コークス製造業 ２ １  

151 自動車タイヤ・チューブ製造業 1.5 １  

152 ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工

程に係るもの 

１ １  

153 ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

２ 1.5  

154 なめしかわ製造業 ２ １  
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155 毛皮製造業 ２ １  

156 板ガラス製造業 ２ 1.5  

157 板ガラス加工業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

１ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

1.5 １  

158 ガラス製加工素材製造業 ２ １  

159 ガラス容器製造業 １ １  

160 理化学用・医療用ガラス器具製造業 １ １  

161 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 １ １  

162 ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業 １ １  

163 ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるも

のを除く。） 

１ １  

164 ガラス・同製品製造業（整理番号156の項か

ら前項までに掲げるものを除く。） 

１ １  

165 生コンクリート製造業 １ １  

166 コンクリート製

品製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ 1.5  

167 セメント製品製

造業（前２項に掲

げるものを除

く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ 1.5  

168 黒鉛電極製造業 １ １  

169 砕石製造業 １ １  

170 鉱物・土石粉砕等処理業 ２ 1.5  

172 うわ薬製造業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

１ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

２ １  

173 高炉による製鉄業 1.5 １  

175 フェロアロイ製造業 １ １  

176 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを

除く。） 

１ １  

178 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含む。）

又は電気炉（単独電気炉を含む。）によるも

１ １  
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のに限る。） 

179 熱間圧延業（整理番号182の項及び同183の項

に掲げるものを除く。） 

１ １  

180 冷間圧延業（整理番号182の項及び同183の項

に掲げるものを除く。） 

１ １  

181 冷間ロール成型形鋼製造業 １ １  

182 鋼管製造業 1.5 １  

183 伸鉄業 １ １  

184 磨棒鋼製造業 １ １  

185 引抜鋼管製造業 1.5 １  

186 伸線業 １ １  

187 ブリキ製造業 ２ １  

188 亜鉛鉄板製造業 １ １  

189 めっき鋼管製造業 １ １  

190 めっき鉄鋼線製造業 １ １  

191 表面処理鋼材製造業（整理番号187の項から

前項までに掲げるものを除く。） 

１ １  

192 鍛鋼製造業 １ １  

193 鍛工品製造業 ２ １  

194 鋳鋼製造業 1.5 １  

195 銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号197の項

に掲げるものを除く。） 

１ １  

196 鋳鉄管製造業 １ １  

197 可鍛鋳鉄製造業 1.5 １  

198 鉄粉製造業 １ １  

199 鉄鋼業（整理番号173の項から前項までに掲

げるものを除く。） 

１ １  

200 非鉄金属製造業 1.5 １ 表面処理工程（りん又はその

化合物によるものに限る。）

にあっては、第３欄 の値

は、１とする。 

201 電気めっき業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ 1.5 りん又はその化合物による

表面処理施設を設置するも

のにあっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従

い、5.5、3.5とする。 
イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

５ ３ 

202 金属製品製造業

（前項に掲げる

ものを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ 1.5 (ｱ) 溶融めっき工程（りん

又はその化合物による表

面処理施設を設置するも

のに限る。）にあっては、

第３欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、5.5、

３とする。 

(ｲ) アルマイト加工工程

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

5.5 2.5
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（りん又はその化合物に

よる表面処理施設を設置

するものに限る。）にあっ

ては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、８、2.5とする。 

203 一般機械器具製

造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

３ ２  

204 電子回路製造業 ２ １  

205 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項

に掲げるものを除く。）、電気機械器具製造業

又は情報通信機械器具製造業 

２ １ 民生用電気機械器具製造工

程（りん又はその化合物によ

る表面処理施設を設置する

ものに限る。）にあっては、

第３欄 の値は、３とする。

206 輸送用機械器具

製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ １ 自動車・同付属品製造工程

（りん又はその化合物によ

る表面処理施設を設置する

ものに限る。）にあっては、

第３欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、3.5、２とす

る。 

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

３ １ 

207 精密機械器具製

造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

1.5 １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

2.5 1.5  

208 ガス製造工場 ア 日平均排水量400立方

メートル以上の工場に

限る。 

２ 1.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満の工場に

限る。 

３ ３  

209 下水道業 ア 日平均排水量30,000立

方メートル以上のもの

に限る。 

1.5 1.5 (ｱ) 標準活性汚泥法その他

これと同程度に下水中の

りんを除去できる方法よ

り高度に下水中のりんを

除去できる方法により下

水を処理するもの（高濃

度のりんを含有する汚水

を多量に受け入れて処理

するものを除く。）にあっ

ては、第３欄の値は、そ

イ 日平均排水量30,000立

方メートル未満のもの

に限る。 

２ 1.5
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れぞれ同欄の順序に従

い、１、１とする。 

(ｲ) 高濃度のりんを含有す

る汚水を多量に受け入れ

て処理するもの（標準活

性汚泥法その他これと同

程度に下水中のりんを除

去できる方法により下水

を処理するものに限る。）

にあっては、第３欄 の

値は、２とする。 

210 空瓶卸売業 ４ ２  

211 共同調理場（学校

給食法（昭和29

年法律第160号）

第６条に規定す

る施設をいう。）

 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

４ ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

５ 2.5  

212 弁当仕出屋又は

弁当製造業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

５ ４  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

6.5 4.5  

213 飲食店 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

５ 3.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

5.5 ４  

214 宿泊業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

４ ３  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

５ ４  

215 リネンサプライ

業 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

3.5 3.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

６ 4.5  

216 洗濯業（前項に掲

げるものを除

く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

３ 2.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

５ ３  
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限る。 

218 写真業（写真現像・焼付業を含む。） ４ ２  

219 自動車整備業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

４ ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

４ ３  

220 病院 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

４ ３  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

５ ４  

221 し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政

令第338号）第32条第１項の表に規定する算

定方法により算定した処理対象人員が501人

以上のものに限る。） 

４ ３ 第２欄に規定する表又は建

築基準法施行令第32条第３

項第２号に規定する技術上

の基準を満たす構造のし尿

浄化槽より高度にし尿を処

理することができる方法に

よりし尿を処理するものに

あっては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、

１、１とする。 

222 し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第１項

の表に規定する算定方法により算定した処

理対象人員が201人以上500人以下のものに

限る。） 

４ ３ 第２欄に規定する表又は建

築基準法施行令第32条第３

項第２号に規定する技術上

の基準を満たす構造のし尿

浄化槽より高度にし尿を処

理することができる方法に

よりし尿を処理するものに

あっては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、

１、１とする。 

223 し尿処理業（し尿

浄化槽に係るも

のを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

２ 1.5 嫌気性消化法、好気性消化

法、湿式酸化法又は活性汚泥

法に凝集処理法を加えた方

法より高度にし尿を処理す

ることができる方法により

し尿を処理するものにあっ

ては、第３欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、２、１

とする。 

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

３ 1.5 

224 ごみ処理業 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

１ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

2.5 1.5  
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限る。 

225 廃油処理業 1.5 １  

226 産業廃棄物処理

業（前項に掲げる

ものを除く。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

２ １  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

2.5 1.5  

227 死亡獣畜取扱業 ４ ３ 

228 と畜場 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

４ ２  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

８ ２  

229 中央卸売市場 ４ ２  

230 地方卸売市場 ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

４ 1.5  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

５ 1.5  

231 試験研究機関（水

質汚濁防止法施

行規則（昭和46

年総理府・通商産

業省令第２号）第

１条の２各号に

掲げるものをい

う。） 

ア 日平均排水量400立方

メートル以上のものに

限る。 

3.5 ３  

イ 日平均排水量400立方

メートル未満のものに

限る。 

4.5 ３  

232 前各項に分類さ

れないもの 

ア し尿浄化槽（処理対象

人員が200人以下のも

の）、社員食堂のちゅう

房施設等生活に伴う施

設に係るもの 

４ ３  

イ その他 ３ ２  
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小規模事業場等排水対策指導要領 

制定昭和56年２月３日 

改正昭和57年５月１日 

改正昭和57年11月９日 

改正平成15年３月28日 

改正平成19年８月29日 

改正平成24年４月19日 

改正平成29年８月１日 

 

第１ 目的 

この要領は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第４条の３第１

項の規定に基づき定めた「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画

（愛知県）」の規定に基づき、総量規制基準の適用されない事業場等に対し汚濁負荷量の削減

を指導するために必要な事項を定める。 

 

第２ 指導対象事業場等 

汚濁負荷量の削減を指導する事業場等（以下「小規模事業場等」という。）は、次のいずれ

かに該当するものとする。 

（１） 水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号。以下「政令」という。）第４条の２に規定

する指定地域として政令別表第２第２号ロに掲げる区域に設置される法第２条第６項に規

定する特定事業場（し尿処理施設又は法第２条第３項に規定する指定地域特定施設のみを有

するものを除く。以下「特定事業場」という。）で、１日当たりの平均的な排出水の量（以

下「日平均排水量」という。）が50立方メートル未満のもの（水質汚濁防止法第３条第３項

に基づく排水基準を定める条例（昭和47年愛知県条例第４号。以下「条例」という。）の規

定による排水基準が適用されない特定事業場にあっては、日平均排水量が20立方メートル未

満のものを除く。） 

（２） 別表第１に掲げる施設を有する事業場等で、日平均排水量が50立方メートル以上のもの。 

 

第３ 指導値 

小規模事業場等に対する汚濁負荷量の削減指導値は、別表第２から第４に掲げる値以下とす

る。 

 

 

附則 

この要領は、昭和56年２月３日から施行する。ただし、第３の指導値の規定は、昭和56年７月

１日から施行する。 

 

附則 
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この要領は、昭和57年７月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、昭和58年１月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成15年10月１日から施行する。ただし、同年３月31日において現に設置してい

る小規模事業場等（設置の工事をしているものを含む。）についての第３の指導値の規定の適用

については、改正後の規定にかかわらず、平成16年３月31日までの間は、なお従前の例による。 

 

附則 

この要領は、平成19年９月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成24年５月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成29年９月１日から施行する。 
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別表第１（第２の第２号関係） 

項番号 施  設  の  種  類 

１ 特定給食施設（健康増進法（平成14年法律第103号）第20条第１項）に規定するものを

いう。）又は飲食店営業（仕出屋及び弁当屋（食品衛生法施行令（昭和28年政令第229

号）第35条第１号に規定するものをいう。）に限る。）の用に供する調理施設（法第２

条第２項に規定する特定施設に該当するものを除く。） 

２ 段ボール製造業の用に供するコルゲートマシン 

３ そう（惣）菜製造業又はパン・菓子製造業の用に供する洗浄施設 

４ 金属製品等製造業の用に供する水溶性油剤を使用する金属工作機械 

備考 

「段ボール製造業」とは、統計法第 28 条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件（平成

25 年 10 月 30 日総務省告示第 405 号）に定める日本標準産業分類に掲げる細分類番号 1432 に、「そ

う（惣）菜製造業」とは、細分類番号 0996 に、「パン・菓子製造業」とは、小分類番号 097 に、「金

属製品等製造業」とは、中分類番号 24、25、26、27、28、29、30、31 及び 32 に分類される業種を

いう。 

 

 

別表第２（第３関係 化学的酸素要求量関係） 

項

番

号 

小規模事業場等の区分 
排水の

種類 

化学的酸素要求量に係る指導値 

（単位１リットルにつきミリグラム）

１ 特定事業場

で日平均排

水量が50立

方メートル

未満のもの 

条例の規定による排

水基準（以下「上乗せ

排水基準」という。）

が適用されるもの 

既設の事

業場等 特定 

排出水 

付表１の第２欄の業種その他の区分に

応じ、同表第３欄（１）に掲げる値 

新設の事

業場等 

付表１の第２欄の業種その他の区分に

応じ、同表第３欄（２）に掲げる値 

その他のもので日平均排水量が

20立方メートル以上のもの 
排出水 １６０ 

２ 別表第１に掲げる施設を有する事業場等で、

日平均排水量が50立方メートル以上のもの 

備考 

１ この表において「既設の事業場等」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）昭和57年７月１日における政令別表第１に掲げる施設（以下「特定施設」という。）のうち

（２）に規定する施設以外の施設を昭和56年６月30日において現に設置している工場又は事業

場（設置の工事をしているものを含む。） 

（２）昭和57年７月１日における政令別表第１第１号の２、第18号の２、第18号の３、第19号リ、

第21号の２から第21号の４まで、第23号の２、第51号の２、第51号の３、第63号の２、第64号

の２、第66号の２、第68号の２、第69号の２、第69号の３、第70号の２又は第71号の２から第

71号の４までに掲げる施設のみを同年12月31日において現に設置している工場又は事業場（設

置の工事をしているものを含む。） 

２ この表において「新設の事業場等」とは、特定施設を設置した工場又は事業場のうち、既設の

事業場等以外のものをいう。 
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別表第３（第３関係 窒素含有量関係） 

項

番

号 

小規模事業場等の区分 
排水の 

種類 

窒素含有量に係る指導値 

（単位１リットルにつきミリグラム）

１ 特定事業場で

日平均排水量

が50立方メー

トル未満のも

の 

上乗せ排水基準

が適用されるも

の 

14年以前の

事業場等 特定 

排出水 

付表２の第２欄の業種その他の区分に

応じ、同表第３欄（１）に掲げる値 

15年以降の

事業場等 

付表２の第２欄の業種その他の区分に

応じ、同表第３欄（２）に掲げる値 

その他のもので日平均排水量

が20立方メートル以上のもの
排出水 １２０ 

２ 別表第１に掲げる施設を有する事業場等で、

日平均排水量が50立方メートル以上のもの 

備考 

１ この表において「14年以前の事業場等」とは、特定施設を平成15年３月31日において現に設置

している工場又は事業場（設置の工事をしているものを含む。）をいう。 

２ この表において「15年以降の事業場等」とは、特定施設を設置した工場又は事業場のうち、14

年以前の事業場等以外のものをいう。 

 

 

別表第４（第３関係 りん含有量関係） 

項

番

号 

小規模事業場等の区分 
排水の

種類 

りん含有量に係る指導値 

（単位１リットルにつきミリグラム）

１ 特定事業場で

日平均排水量

が50立方メー

トル未満のも

の 

上乗せ排水基準

が適用されるも

の 

14年以前の

事業場等 特定 

排出水 

付表３の第２欄の業種その他の区分に

応じ、同表第３欄（１）に掲げる値 

15年以降の

事業場等 

付表３の第２欄の業種その他の区分に

応じ、同表第３欄（２）に掲げる値 

その他のもので日平均排水量

が20立方メートル以上のもの
排出水 １６ 

２ 別表第１に掲げる施設を有する事業場等で、

日平均排水量が50立方メートル以上のもの 

備考 

１ この表において「14年以前の事業場等」とは、特定施設を平成15年３月31日において現に設置

している工場又は事業場（設置の工事をしているものを含む。）をいう。 

２ この表において「15年以降の事業場等」とは、特定施設を設置した工場又は事業場のうち、14

年以前の事業場等以外のものをいう。 
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付表１ 

化学的酸素要求量に係る指導値 

整
理
番
号 

業種その他の区分 

化学的酸素要求量

(単位 1 ﾘｯﾄﾙにつ

きﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 
備  考 

（１） （２）

2 畜産農業 120 70  

3 天然ガス鉱業 60 60  

4 非金属鉱業 20 20  

5 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 50 50  

6 乳製品製造業 30 30  

7 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除く。） 50 50  

8 水産缶詰・瓶詰製造業 50 50  

9 寒天製造業 80 80  

10 魚肉ハム・ソーセージ製造業 40 40  

11 水産練製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 40 40  

12 冷凍水産物製造業 50 40  

13 冷凍水産食品製造業 50 40  

14 水産食料品製造業（整理番号８の項から前項まで

に掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業

を含む。） 

50 40  

15 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 50 50  

16 野菜漬物製造業 40 40  

17 味そ製造業 70 50  

18 しょう油・食用アミノ酸製造業 70 50  

19 うま味調味料製造業 30 30  

20 ソース製造業 30 30  

21 食酢製造業 50 50  

22 砂糖精製業 50 50  

23 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 50 50  

24 小麦粉製造業 50 50  

25 パン製造業 50 50  

26 生菓子製造業 50 50  

27 ビスケット類・干菓子製造業 50 50  

28 米菓製造業 50 50  

29 パン・菓子製造業（整理番号 25の項から前項まで

に掲げるものを除く。） 

50 50  

30 植物油脂製造業 40 40  

31 動物油脂製造業 40 40  

32 食用油脂加工業 40 30  

33 ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 110 90  

34 穀類でんぷん製造業 50 50  

35 めん類製造業 30 30  

36 こうじ・種こうじ・麦芽製造業 50 50  

37 豆腐・油揚製造業 40 30  

38 あん類製造業 60 50  

39 冷凍調理食品製造業 30 25  

40 そう（惣）菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの 30 30  

41 清涼飲料製造業 40 40  
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42 果実酒製造業 30 30  

43 ビール製造業 30 30  

44 清酒製造業 50 50  

45 蒸留酒・混成酒製造業 50 50  

46 インスタントコーヒー製造業 30 30  

47 配合飼料製造業 30 30  

48 単体飼料製造業 30 30  

49 有機質肥料製造業 30 30  

50 たばこ製造業 30 20  

51 器械生糸製造業 30 30  

52 座繰生糸製造業 30 30  

53 玉糸製造業 30 30  

54 生糸製造業（整理番号 51の項から前項までに掲げ

るものを除く。） 

50 50  

55 繊維工業（整理番号 51 の項から前項までに掲げる

もの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除

く。以下同じ。）で整毛工程に係るもの 

80 70  

56 繊維工業で副蚕糸精練工程に係るもの 30 30  

57 繊維工業で麻製繊工程に係るもの 100 90  

58 繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜き、

精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程

に付帯して行われる加工処理工程（以下「染色整

理工程付帯加工処理工程」という。）を含む。）

に係るもの 

50 50  

59 繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理工程

付帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に

掲げるものを除く。） 

80 80  

60 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工

程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

100 90  

61 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

90 50  

62 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

100 50  

63 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程

付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

100 80 平成８年９月１日以後

に特定施設の設置又は

構造等の変更により増

加する特定排出水の量

を除く特定排出水の量

（以下「平成８年９月１

日前の特定施設に係る

量」という。）にあって

は、第３欄（2）の値は

90 とする。 

64 繊維工業で不織布製造工程に係るもの 70 60  

65 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの 50 50  

66 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造

工程に係るもの 
50 50  

67 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの 50 50  

68 繊維工業（整理番号 55 の項から前項までに掲げる

ものを除く。） 

60 30  

69 一般製材業 40 40  
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70 木材チップ製造業 40 40  

71 合板製造業（集成材製造業を含む。） 30 30  

72 パーティクルボード製造業（次項に掲げるものを

除く。） 

50 50  

73 パーティクルボード製造業で湿式剥皮工程に係る

もの 

40 40  

74 床柱製造業 40 40  

75 木材薬品処理業 25 25  

76 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解

パルプ製造工程に係るもの 

70 60  

77 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサル

ファイトパルプ製造工程に係るもの 

60 60  

78 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラ

ンドパルプ製造工程、リファイナーグランドパル

プ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程

に係るもの 

50 50  

79 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さ

らしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセ

ミケミカルパルプ製造工程に係るもの（次項に掲

げるものを除く。） 

140 120  

80 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさら

しケミグランドパルプ製造工程（前工程の未さら

しケミグランドパルプ製造工程を含む。）又はさ

らしセミケミカルパルプ製造工程（前工程の未さ

らしセミケミカルパルプ製造工程を含む。）に係

るもの 

80 80  

81 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さ

らしクラフトパルプ製造工程に係るもの（次項に

掲げるものを除く。） 

60 40  

82 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさら

しクラフトパルプ製造工程（前工程の未さらしク

ラフトパルプ製造工程を含む。）に係るもの 

70 60 精選工程においてドラ

ム型洗浄機を使用して

いるものにあっては、第

３欄(１) の値は80とす

る。 

83 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙

を原料とするパルプ製造工程に係るもの（次項に

掲げるものを除く。） 

60 50  

84 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙

を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工

程（前工程の離解工程を含む。）に係るもの 

90 80  

85 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材

又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程

に係るもの 

100 70  

86 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラ

ンドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサ

ーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工

程（前工程のグランドパルプ、リファイナーグラ

ンドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程

を有するものに限る。）に係るもの 

50 40  

87 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙

製造工程に係るもの（前項に掲げるものを除く。）

30 25  
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88 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙

製造工程に係るもの 

40 40  

89 機械すき和紙製造業 60 60  

90 手すき和紙製造業 90 80  

91 塗工紙製造業 25 25  

92 段ボール製造業 40 40  

93 重包装紙袋製造業 70 70  

94 セロファン製造業 40 40  

95 乾式法による繊維板製造業 40 40  

96 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） 80 60  

97 パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業（整

理番号 76の項から前項までに掲げるものを除

く。） 

30 30  

98 新聞業 50 50  

99 出版業 50 50  

100 印刷業 50 50  

101 製版業 50 50  

102 窒素質・りん酸質肥料製造業 30 30  

103 複合肥料製造業 30 30  

104 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除く。） 30 30  

105 ソーダ工業 20 20  

106 電炉工業 20 20  

107 無機顔料製造業 20 20 黄鉛製造工程を有する

ものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、60、50 と

する。 

108 無機化学工業製品製造業（整理番号 105 の項から

前項までに掲げるものを除く。） 

20 20 (ｱ) 硫化鉄鉱を原料と

する酸化鉄（顔料を除

く。）製造工程にあって

は、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、

70、60 とする。  

    (ｲ) ハイドロサルファ

イト製造工程にあって

は、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、

70、70 とする。 

    (ｳ) 希硫酸による二酸

化硫黄の洗浄工程を有

する硫酸製造工程にあ

っては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、50、50 とする。
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109 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造

工程に係るもの 

60 40 (ｱ) 平成８年９月１日

前の特定施設に係る量

にあっては、第３欄(2)

の値は 50とする。 

    (ｲ) 青酸誘導品含有排

水を排出する工程にあ

っては、(ｱ) の規定にか

かわらず、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、210 、190 とす

る。 

    (ｳ) 塩素化合物触媒を

用いたアセトン又はア

セトアルデヒドの製造

工程にあっては、(ｱ)の

規定にかかわらず、第３

欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、100、80

とする。 

    (ｴ) エピクロルヒドリ

ン製造工程にあっては、

(ｱ)の規定にかかわら

ず、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、

140、130 とする。 

110 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染

料・有機顔料製造工程に係るもの 

50 30 (ｱ) 平成８年９月１日

前の特定施設に係る量

にあっては、第３欄(２)

の値は 50とする。 

    (ｲ) 合成染料又は合成

染料中間物の製造工程

にあっては、(ｱ)の規定

にかかわらず、第３欄の

値は、それぞれ同欄の順

序に従い、190、180 と

する。 

111 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工

程に係るもの 

30 25 (ｱ) メチルメタクリレ

ート樹脂又はアクリロ

ニトリル・ブタジエン・

スチレン共重合樹脂の

製造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、70、70

とする。  

    (ｲ) 硝酸セルロース又

は酢酸セルロースの製

造工程にあっては、第３

欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、50、50

とする。 
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112 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に

係るもの 

40 40 (ｱ) 乳化重合法による

合成ゴム製造工程にあ

っては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、50、50 とする。

    (ｲ) クロロプレンゴム

製造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、130、

130 とする。 

113 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製

造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・

合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造

工程及び合成ゴム製造工程を除く。）に係るもの 

50 50 (ｱ) 有機ゴム薬品製造

工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、270、260

とする。 

    (ｲ) 有機農薬原体製造

工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、180、160

とする。  

114 石油化学系基礎製品製造業（整理番号 109 の項か

ら前項までに掲げるものを除く。） 

60 40 平成８年９月１日前の

特定施設に係る量にあ

っては、第３欄(2)の値

は 60とする。 

115 脂肪族系中間物製造業 60 50 (ｱ) 平成８年９月１日

前の特定施設に係る量

にあっては、第３欄(2)

の値は 60とする。 

    (ｲ) 青酸誘導品含有排

水を排出する工程にあ

っては、(ｱ)の規定にか

かわらず、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、210、190 とす

る。  

    (ｳ) 塩素化合物触媒を

用いたアセトン又はア

セトアルデヒドの製造

工程にあっては、(ｱ)の

規定にかかわらず、第３

欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、100、80

とする。  

    (ｴ) エピクロルヒドリ

ン製造工程にあっては、

(ｱ)の規定にかかわら

ず、第３欄の値は、それ

ぞれ同欄の順序に従い、

140、130 とする。 

116 メタン誘導品製造業 30 25  

117 発酵工業 120 110  

118 コールタール製品製造業 120 120  
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119 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 50 30 (ｱ) 平成８年９月１日

前の特定施設に係る量

にあっては、第３欄(2)

の値は 50とする。 

    (ｲ) 合成染料又は合成

染料中間物の製造工程

にあっては、(ｱ)の規定

にかかわらず、第３欄の

値は、それぞれ同欄の順

序に従い、190、190 と

する。 

120 プラスチック製造業 30 30 (ｱ) メチルメタクリレ

ート樹脂又はアクリロ

ニトリル・ブタジエン・

スチレン共重合樹脂の

製造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、70、50

とする。  

    (ｲ) 硝酸セルロース又

は酢酸セルロースの製

造工程にあっては、第３

欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、60、50

とする。 

121 合成ゴム製造業 40 40 (ｱ) 乳化重合法による

合成ゴム製造工程にあ

っては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、70、70 とする。

    (ｲ) クロロプレンゴム

製造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、130、

130 とする。 

122 有機化学工業製品製造業（整理番号 109 の項から

前項までに掲げるものを除く。） 

50 50 (ｱ) 有機ゴム薬品製造

工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、280、270

とする。 

    (ｲ) 有機農薬原体製造

工程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、180、160

とする。 

123 レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製

造に係るもの 

50 25 平成８年９月１日前の

特定施設に係る量にあ

っては、第３欄(2)の値

は 40とする。 

124 レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの

製造に係るもの 

30 30  
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125 合成繊維製造業 30 30 アクリル系繊維製造工

程にあっては、第３欄

(1)の値は 60 とする。 

126 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 40 30 平成８年９月１日前の

特定施設に係る量にあ

っては、第３欄(2) の値

は 40とする。 

127 石けん・合成洗剤製造業 20 20  

128 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除く。） 50 40  

129 塗料製造業 40 40  

130 印刷インキ製造業 40 30  

131 医薬品原薬・製剤製造業 70 60 平成８年９月１日前の

特定施設に係る量にあ

っては、第３欄(2)の値

は 70とする。 

132 医薬品製剤製造業 30 30  

133 生物学的製剤製造業 30 30  

134 生薬・漢方製剤製造業 20 20  

135 動物用医薬品製造業 60 50  

136 火薬類製造業 20 20 硝酸エステル又はニト

ロ化合物の製造工程に

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順序

に従い、60、50 とする。

137 農薬製造業 30 25  

138 合成香料製造業 120 110  

139 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） 30 25  

140 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 30 25  

141 にかわ製造業 100 80  

142 ゼラチン・接着剤製造業（前項に掲げるものを除

く。） 

20 20 にかわ製造工程にあっ

ては、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、100、100 とする。

143 写真感光材料製造業 20 20  

144 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 40 40  

145 イオン交換樹脂製造業 170 130  

146 化学工業（整理番号 102 の項から前項までに掲げ

るものを除く。） 

40 40  

147 石油精製業 20 20 潤滑油製造工程を有す

るものにあっては、第３

欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、30、30

とする。 

148 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） 30 30 硫酸洗浄工程を有する

ものにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄の

順序に従い、40、40 と

する。 
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149 コークス製造業 180 90 平成８年９月１日前の

特定施設に係る量にあ

っては、第３欄(2) の値

は 120とする。 

150 石油コークス製造業 70 50  

151 自動車タイヤ・チューブ製造業 10 10  

152 ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係

るもの 

60 40  

153 ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除く。） 20 20  

154 なめしかわ製造業 100 100  

155 毛皮製造業 100 100  

156 板ガラス製造業 20 20  

157 板ガラス加工業 20 20  

158 ガラス製加工素材製造業 20 20  

159 ガラス容器製造業 20 20  

160 理化学用・医療用ガラス器具製造業 20 20  

161 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 20 20  

162 ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業 50 50  

163 ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるものを

除く。） 

30 30  

164 ガラス・同製品製造業（整理番号 156 の項から前

項までに掲げるものを除く。） 

20 20  

165 生コンクリート製造業 20 20  

166 コンクリート製品製造業 20 20  

167 セメント製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

20 20  

168 黒鉛電極製造業 20 20  

169 砕石製造業 20 20  

170 鉱物・土石粉砕等処理業 20 20  

171 模造真珠製造業（ガラス製のものに限る。） 20 20  

172 うわ薬製造業 20 20  

173 製鋼圧延を行う高炉による製鉄業 20 20 コークス炉を有するも

のにあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の順

序に従い、40、30 とす

る。 

174 製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業 20 20  

175 フェロアロイ製造業 20 20  

176 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを除

く。） 

20 20  

177 転炉（単独転炉を含む。）による製鋼・製鋼圧延

業 

20 20  

178 電気炉（単独電気炉を含む。）による製鋼・製鋼

圧延業 

20 20  

179 熱間圧延業（整理番号 182 の項及び同 183 の項に

掲げるものを除く。） 

20 20  

180 冷間圧延業（整理番号 182 の項及び同 183 の項に

掲げるものを除く。） 

20 20  

181 冷間ロール成型形鋼製造業 20 20  

182 鋼管製造業 20 20  
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183 伸鉄業 20 20  

184 磨棒鋼製造業 20 20  

185 引抜鋼管製造業 20 20  

186 伸線業 20 20  

187 ブリキ製造業 20 20  

188 亜鉛鉄板製造業 20 20  

189 めっき鋼管製造業 20 20  

190 めっき鉄鋼線製造業 20 20  

191 表面処理鋼材製造業（整理番号 187 の項から前項

までに掲げるものを除く。） 

20 20  

192 鍛鋼製造業 20 20  

193 鍛工品製造業 20 20  

194 鋳鋼製造業 20 20  

195 銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号 197 の項に掲

げるものを除く。） 

20 20  

196 鋳鉄管製造業 20 20  

197 可鍛鋳鉄製造業 20 20  

198 鉄粉製造業 20 20  

199 鉄鋼業（整理番号 173 の項から前項までに掲げる

ものを除く。） 

20 20  

200 非鉄金属製造業 20 20  

201 電気めっき業 40 40  

202 金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 20 20  

203 一般機械器具製造業 20 20  

204 電子回路製造業 25 25  

205 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項に掲

げるものを除く。）、電気機械器具製造業又は情

報通信機械器具製造業 

20 20  

206 輸送用機械器具製造業 20 20  

207 精密機械器具製造業 20 20  

208 ガス製造工場 20 20 石炭ガス製造工程を有

するものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、90、70

とする。 
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209 下水道業 ア 活性汚泥法、標準散水

ろ床法その他これらと

同程度に下水を処理す

ることができる方法に

より下水を処理するも

の（繊維工業の排水を

主として処理する公共

下水道を除く。） 

20 20  

  イ 高速散水ろ床法、モデ

ィファイドエアレーシ

ョン法その他これらと

同程度に下水を処理す

ることができる方法に

より下水を処理するも

の（繊維工業の排水を

主として処理する公共

下水道を除く。） 

40 40  

  ウ 繊維工業の排水を主と

して処理する公共下水

道 

50 40  

210 空瓶卸売業 30 20  

211 共同調理場（学校給食法（昭和 29年法律第 160

号）第６条に規定する施設をいう。） 

30 30  

212 弁当仕出屋又は弁当製造業 50 30  

213 飲食店 50 30  

214 宿泊業 50 40  

215 リネンサプライ業 40 30  

216 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） 40 30  

217 商業写真業 60 60  

218 写真業（前項に掲げるものを除き、写真現像・焼

付業を含む。） 

60 60  

219 自動車整備業 25 25  

220 病院 30 30  

221 し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第

338 号）第 32 条第１項の表に規定する算定方法に

より算定した処理対象人員が 501 人以上のものに

限る。） 

30 30 (ｱ) 第２欄により算定

した処理対象人員が

5,000 人以下のものに

あっては、第３欄(１)

の値は 40とする。 

    (ｲ) 第２欄により算定

した処理対象人員が

5,000 人以下のもので

あって、昭和 55 年建設

省告示第 1292 号が適用

される前のものにあっ

ては、第３欄(１)の値は

40 とする。 

222 し尿浄化槽（建築基準法施行令第 32条第１項の表

に規定する算定方法により算定した処理対象人員

が 201 人以上 500 人以下のものに限る。） 

50 40 昭和 55 年建設省告示第

1292 号が適用される前

のものにあっては、第３

欄(１) の値は 70 とす

る。 
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223 し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。） 50 30  

224 ごみ処理業 30 30  

225 廃油処理業 20 20  

226 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除く。） 20 20  

227 死亡獣畜取扱業 40 40  

228 と畜場 40 40  

229 中央卸売市場 25 25  

230 地方卸売市場 25 25  

231 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭和 46

年総理府・通商産業省令第２号）第１条の２各号

に掲げるものをいう。） 

25 25  

232 整理番号２の項か

ら前項までに分類

されないもの 

ア し尿浄化槽（処理対象

人員が 200 人以下のも

の）、社員食堂のちゅ

う房施設等生活に伴う

施設に係るもの 

60 40  

  イ その他 20 20  
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付表２ 

窒素含有量に係る指導値 

整
理
番
号 

業種その他の区分 

窒素含有量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙにつ

きﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 
備  考 

（１） （２）

2 畜産農業 200 70  

3 天然ガス鉱業 60 60  

4 非金属鉱業 25 15  

5 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 50 35  

6 乳製品製造業 25 20  

7 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除く。） 30 20  

8 水産缶詰・瓶詰製造業 20 10  

9 寒天製造業 20 10  

10  魚肉ハム・ソーセージ製造業 20 10  

11  水産練製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 55 40  

12  冷凍水産物製造業 55 40  

13  冷凍水産食品製造業 55 40  

14  水産食料品製造業（整理番号８の項から前項までに

掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含

む。） 

55 40  

15  野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 25 20  

16  野菜漬物製造業 25 20  

17  味そ製造業 25 20  

18  しょう油・食用アミノ酸製造業 55 40  

19  うま味調味料製造業 20 10  

20  ソース製造業 25 20  

21  食酢製造業 20 15  

22  砂糖精製業 25 20  

23  ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 20 15  

24  小麦粉製造業 20 10  

25  パン製造業 25 20  

26  生菓子製造業 25 20  

27  ビスケット類・干菓子製造業 20 10  

28  米菓製造業 25 20  

29  パン・菓子製造業（整理番号 25 の項から前項まで

に掲げるものを除く。） 

25 20  

30  植物油脂製造業 25 20  

31  動物油脂製造業 25 20  

32  食用油脂加工業 25 20  

33  ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 20 10  

34  穀類でんぷん製造業 20 15  

35  めん類製造業 25 20  

36  こうじ・種こうじ・麦芽製造業 20 10  

37  豆腐・油揚製造業 30 20  

38  あん類製造業 20 15  

39  冷凍調理食品製造業 30 20  

40  そう（惣）菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの 25 20  

41  清涼飲料製造業 25 20  

42  果実酒製造業 25 20  

96



 

43  ビール製造業 25 20  

44  清酒製造業 25 20  

45  蒸留酒・混成酒製造業 25 20  

46  インスタントコーヒー製造業 25 20  

47  配合飼料製造業 20 10  

48  単体飼料製造業 30 20  

49  有機質肥料製造業 30 20  

50  たばこ製造業 20 10  

51  器械生糸製造業 20 10  

52  座繰生糸製造業 20 10  

53  玉糸製造業 20 10  

54  生糸製造業（整理番号 51の項から前項までに掲げ

るものを除く。） 

20 10  

55  繊維工業（整理番号 51の項から前項までに掲げる

もの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。

以下同じ。）で整毛工程に係るもの 

20 15  

56  繊維工業で副蚕糸精練工程に係るもの 20 10  

57  繊維工業で麻製繊工程に係るもの 20 10  

58  繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜き、精

練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付

帯して行われる加工処理工程（以下「染色整理工程

付帯加工処理工程」という。）を含む。）に係るも

の 

25 20  

59  繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理工程付

帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に掲げ

るものを除く。） 

25 20 綿織物捺染工程にあっ

ては、第三欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、150、60 とする。

60  繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工程

付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

25 20  

61  繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理工

程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

25 20  

62  繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

25 20  

63  繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程付

帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

25 20  

64  繊維工業で不織布製造工程に係るもの 20 15  

65  繊維工業でフェルト製造工程に係るもの 20 10  

66  繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造

工程に係るもの 

25 20  

67  繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの 20 10  

68  繊維工業（整理番号 55の項から前項までに掲げる

ものを除く。） 

20 15  

69  一般製材業 20 10  

70  木材チップ製造業 20 10  

71  合板製造業（集成材製造業を含む。） 20 15  

72  パーティクルボード製造業（次項に掲げるものを除

く。） 

20 10  

73  パーティクルボード製造業で湿式剥皮工程に係る

もの 

20 10  

74  床柱製造業 20 10  

75  木材薬品処理業 20 10  
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76  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パ

ルプ製造工程に係るもの 

20 10  

77  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルフ

ァイトパルプ製造工程に係るもの 

20 10  

78  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラン

ドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製

造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係

るもの 

20 10  

79  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さら

しケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミ

ケミカルパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げる

ものを除く。） 

20 10  

80  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらし

ケミグランドパルプ製造工程（前工程の未さらしケ

ミグランドパルプ製造工程を含む。）又はさらしセ

ミケミカルパルプ製造工程（前工程の未さらしセミ

ケミカルパルプ製造工程を含む。）に係るもの 

20 10  

81  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さら

しクラフトパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げ

るものを除く。） 

20 15  

82  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらし

クラフトパルプ製造工程（前工程の未さらしクラフ

トパルプ製造工程を含む。）に係るもの 

20 15  

83  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を

原料とするパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げ

るものを除く。） 

20 15  

84  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を

原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程

（前工程の離解工程を含む。）に係るもの 

20 15  

85  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又

は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に

係るもの 

20 10  

86  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラン

ドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモ

メカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程（前

工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパル

プ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有する

ものに限る。）に係るもの 

20 10  

87  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製

造工程に係るもの（前項に掲げるものを除く。） 

20 15  

88  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製

造工程に係るもの 

20 15  

89  機械すき和紙製造業 20 10  

90  手すき和紙製造業 20 10  

91  塗工紙製造業 20 10  

92  段ボール製造業 20 10  

93  重包装紙袋製造業 20 10  

94  セロファン製造業 20 10  

95  乾式法による繊維板製造業 20 10  

96  繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） 20 15  
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97  パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業（整理

番号 76 の項から前項までに掲げるものを除く。）

20 15  

98  新聞業 20 10  

99  出版業 20 10  

100 印刷業 30 25  

101 製版業 30 25  

102 窒素質・りん酸質肥料製造業 20 15 (ｱ) アンモニア製造工

程にあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、40、30

とする。 

    (ｲ) アンモニア誘導品

製造工程にあっては、

第３欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、

200、200 とする。 

    (ｳ) 尿素製造工程にあ

っては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、1500、1500 とす

る。 

103 複合肥料製造業 20 15  

104 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除く。） 15 10  

105 ソーダ工業 20 15  

106 電炉工業 15 10  

107 無機顔料製造業 50 40  

108 無機化学工業製品製造業（整理番号 105 の項から前

項までに掲げるものを除く。） 

50 40  

109 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造

工程に係るもの 

20 15 窒素又はその化合物を

原料として使用するも

のにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、50、40

とする。 

110 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染

料・有機顔料製造工程に係るもの 

15 10 窒素又はその化合物を

原料として使用するも

のにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、60、50

とする。 

111 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工

程に係るもの 

20 15  

112 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に

係るもの 

15 10 窒素又はその化合物を

原料又は乳化助剤とし

て使用するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、50、40 とする。
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113 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製

造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合

成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程

及び合成ゴム製造工程を除く。）に係るもの 

15 10 窒素又はその化合物を

原料として使用するも

のにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、20、15

とする。 

114 石油化学系基礎製品製造業（整理番号 109 の項から

前項までに掲げるものを除く。） 

30 20  

115 脂肪族系中間物製造業 20 15 (ｱ) 窒素又はその化合

物を原料として使用す

るものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、50、

40 とする。 

    (ｲ) 青酸誘導品含有排

水を排出する工程にあ

っては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、500、500 とする。

116 メタン誘導品製造業 20 20  

117 発酵工業 60 30  

118 コールタール製品製造業 1000 1000  

119 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 20 15 窒素又はその化合物を

原料として使用するも

のにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、60、50

とする。 

120 プラスチック製造業 20 20 窒素又はその化合物を

原料又は乳化助剤とし

て使用するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、50、40 とする。

121 合成ゴム製造業 20 15 窒素又はその化合物を

原料又は乳化助剤とし

て使用するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、50、40 とする。
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122 有機化学工業製品製造業（整理番号 109 の項から前

項までに掲げるものを除く。） 

20 15 (ｱ) 窒素又はその化合

物を原料として使用す

るものにあっては、第

３欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、80、

35 とする。 

    (ｲ) メラミン製造工程

にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の

順序に従い、1500、1500

とする。 

    (ｳ) 化学発泡剤製造工

程（尿素を原料として

使用するものに限る）

にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の

順序に従い、200、35 と

する。 

123 レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造

に係るもの 

15 10  

124 レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製

造に係るもの 

15 10  

125 合成繊維製造業 20 15 窒素又はその化合物を

原料として使用するも

のにあっては、第３欄

の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、200、55

とする。  

126 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 15 10  

127 石けん・合成洗剤製造業 20 15  

128 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除く。） 20 15  

129 塗料製造業 20 15  

130 印刷インキ製造業 15 10  

131 医薬品原薬・製剤製造業 20 15 医薬品原薬製造工程

（窒素又はその化合物

を原料として使用する

ものに限る。）にあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、25、20 とする。

132 医薬品製剤製造業 20 20  

133 生物学的製剤製造業 15 10  

134 生薬・漢方製剤製造業 15 10  

135 動物用医薬品製造業 20 15  

136 火薬類製造業 20 15  

137 農薬製造業 20 15  

138 合成香料製造業 15 10  

139 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） 15 10  

140 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 20 20  

141 にかわ製造業 15 10  

 

101



 

142 ゼラチン・接着剤製造業（前項に掲げるものを除

く。） 

20 20  

143 写真感光材料製造業 20 15  

144 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 15 10  

145 イオン交換樹脂製造業 15 10  

146 化学工業（整理番号 102 の項から前項までに掲げる

ものを除く。） 

20 20  

147 石油精製業 20 15  

148 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） 20 10  

149 コークス製造業 600 400  

150 石油コークス製造業 20 10  

151 自動車タイヤ・チューブ製造業 20 15  

152 ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係

るもの 

20 10  

153 ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除く。） 20 15  

154 なめしかわ製造業 20 10  

155 毛皮製造業 20 10  

156 板ガラス製造業 20 15  

157 板ガラス加工業 20 15  

158 ガラス製加工素材製造業 20 10  

159 ガラス容器製造業 20 15  

160 理化学用・医療用ガラス器具製造業 20 10  

161 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 20 15  

162 ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業 20 10  

163 ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるものを除

く。） 

20 10  

164 ガラス・同製品製造業（整理番号 156 の項から前項

までに掲げるものを除く。） 

20 10  

165 生コンクリート製造業 20 15  

166 コンクリート製品製造業 20 15  

167 セメント製品製造業（前２項に掲げるものを除く。） 20 15  

168 黒鉛電極製造業 20 10  

169 砕石製造業 20 15  

170 鉱物・土石粉砕等処理業 20 15  

171 模造真珠製造業（ガラス製のものに限る。） 20 10  

172 うわ薬製造業 20 15  

173 製鋼圧延を行う高炉による製鉄業 20 15 (ｱ) コークス製造工程

にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の

順序に従い、600、400

とする。 

    (ｲ) ステンレス硝酸酸

洗工程を有するものに

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順

序に従い、55、40 とす

る。 
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174 製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

175 フェロアロイ製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

176 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを除く。） 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

177 転炉（単独転炉を含む。）による製鋼・製鋼圧延業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

178 電気炉（単独電気炉を含む。）による製鋼・製鋼圧

延業 

20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

179 熱間圧延業（整理番号 182 の項及び同 183 の項に掲

げるものを除く。） 

20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

180 冷間圧延業（整理番号 182 の項及び同 183 の項に掲

げるものを除く。） 

15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

181 冷間ロール成型形鋼製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

182 鋼管製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

183 伸鉄業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。
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184 磨棒鋼製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

185 引抜鋼管製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

186 伸線業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

187 ブリキ製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

188 亜鉛鉄板製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

189 めっき鋼管製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

190 めっき鉄鋼線製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

191 表面処理鋼材製造業（整理番号 187 の項から前項ま

でに掲げるものを除く。） 

20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

192 鍛鋼製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

193 鍛工品製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。
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194 鋳鋼製造業 20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

195 銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号 197 の項に掲げ

るものを除く。） 

20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

196 鋳鉄管製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

197 可鍛鋳鉄製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

198 鉄粉製造業 15 10 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

199 鉄鋼業（整理番号 173 の項から前項までに掲げるも

のを除く。） 

20 15 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、55、40 とする。

200 非鉄金属製造業 20 15 核燃料製造工程にあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、60、50 とする。

201 電気めっき業 40 30 窒素又はその化合物に

よる表面処理施設を設

置するものにあって

は、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、60、50 とする。 
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202 金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 40 30 (ｱ) 溶融めっき工程（窒

素又はその化合物によ

る表面処理施設を設置

するものに限る。）に

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順

序に従い、60、50 とす

る。 

    (ｲ) アルマイト加工工

程（窒素又はその化合

物による表面処理施設

を設置するものに限

る。）にあっては、第

３欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、60、

50 とする。 

203 一般機械器具製造業 35 25 ステンレス硝酸酸洗工

程を有するものにあっ

ては、第３欄(1)の値は

55 とする。 

204 電子回路製造業 30 20  

205 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項に掲げ

るものを除く。）、電気機械器具製造業又は情報通

信機械器具製造業 

30 20  

206 輸送用機械器具製造業 30 20  

207 精密機械器具製造業 30 20  

208 ガス製造工場 25 20  

209 下水道業 25 20 活性汚泥法、標準散水

ろ床法その他これらと

同程度に下水中の窒素

を除去できる方法より

高度に下水中の窒素を

除去できる方法により

下水を処理するもの

（高濃度の窒素を含有

する汚水を多量に受け

入れて処理するものを

除く。）にあっては、

第３欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、

15、10 とする。 

210 空瓶卸売業 25 20  

211 共同調理場（学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）

第６条に規定する施設をいう。） 

25 20  

212 弁当仕出屋又は弁当製造業 25 20  

213 飲食店 25 20  

214 宿泊業 25 20  

215 リネンサプライ業 25 20  

216 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） 25 20  

217 商業写真業 25 20  
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218 写真業（前項に掲げるものを除き、写真現像・焼付

業を含む。） 

25 20  

219 自動車整備業 25 20  

220 病院 25 20  

221 し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第

338 号）第 32条第１項の表に規定する算定方法に

より算定した処理対象人員が 501 人以上のものに

限る。） 

40 30 第２欄に規定する表に

定める構造を有するし

尿浄化槽より高度にし

尿を処理することがで

きる方法によりし尿を

処理するものにあって

は、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、20、10 とする。 

222 し尿浄化槽（建築基準法施行令第 32 条第１項の表

に規定する算定方法により算定した処理対象人員

が 201 人以上 500 人以下のものに限る。） 

40 30 第２欄に規定する表に

定める構造を有するし

尿浄化槽より高度にし

尿を処理することがで

きる方法によりし尿を

処理するものにあって

は、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、20、10 とする。 

223 し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。） 60 40 嫌気性消化法、好気性

消化法、湿式酸化法又

は活性汚泥法に凝集処

理法を加えた方法より

高度にし尿を処理する

ことができる方法によ

りし尿を処理するもの

にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の

順序に従い、30、20 と

する。 

224 ごみ処理業 25 20  

225 廃油処理業 25 20  

226 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除く。） 50 40  

227 死亡獣畜取扱業 25 20  

228 と畜場 30 20  

229 中央卸売市場 25 20  

230 地方卸売市場 25 20  

231 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭和 46

年総理府・通商産業省令第２号）第１条の２各号に

掲げるものをいう。） 

25 20  

232 整理番号２の項か

ら前項までに分類

されないもの 

ア し尿浄化槽（処理対象

人員が 200 人以下のも

の）、社員食堂のちゅ

う房施設等生活に伴う

施設に係るもの 

40 30  

 イ その他 20 15  
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付表３ 

りん含有量に係る指導値 

整
理
番
号 

業種その他の区分 

りん含有量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙにつ

きﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 
備  考 

（１） （２）

2  畜産農業 36 9  

3  天然ガス鉱業 3 2  

4 非金属鉱業 4 2  

5  部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 8 6  

6  乳製品製造業 6 4.5  

7  畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除く。） 8 6  

8  水産缶詰・瓶詰製造業 3 1.5  

9  寒天製造業 3 1.5  

10  魚肉ハム・ソーセージ製造業 3 1.5  

11  水産練製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 8 6  

12  冷凍水産物製造業 8 6  

13  冷凍水産食品製造業 8 6  

14  水産食料品製造業（整理番号８の項から前項まで

に掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業

を含む。） 

8 6  

15  野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 6 4.5  

16  野菜漬物製造業 6 4.5  

17  味そ製造業 7.5 5.5  

18  しょう油・食用アミノ酸製造業 8 6  

19  うま味調味料製造業 3 1.5  

20  ソース製造業 6 4.5  

21  食酢製造業 4 3  

22  砂糖精製業 6 4.5  

23  ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 4 3  

24  小麦粉製造業 3 1.5  

25  パン製造業 6 4.5  

26  生菓子製造業 6 4.5  

27  ビスケット類・干菓子製造業 3 1.5  

28  米菓製造業 6 4.5  

29  パン・菓子製造業（整理番号 25の項から前項まで

に掲げるものを除く。） 

6 4.5  

30  植物油脂製造業 7.5 5.5 (ｱ) りん又はその化合

物を脱ガム剤として使

用するものにあって

は、第３欄(1)の値は８

とする。 

 

 

  (ｲ) 米糠を原料として

使用するものにあって

は、第３欄(1)の値は８

とする。 

31  動物油脂製造業 6 4.5  

32  食用油脂加工業 6 4.5  

33  ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 3 1.5  

34  穀類でんぷん製造業 4 3  
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35  めん類製造業 6 4.5  

36  こうじ・種こうじ・麦芽製造業 3 1.5  

37  豆腐・油揚製造業 6 4.5  

38  あん類製造業 5 4  

39  冷凍調理食品製造業 8 6  

40  そう（惣）菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの 7.5 5.5  

41  清涼飲料製造業 6 3.5  

42  果実酒製造業 4 3  

43  ビール製造業 4 3  

44  清酒製造業 4 3  

45  蒸留酒・混成酒製造業 4 3  

46  インスタントコーヒー製造業 4 3  

47  配合飼料製造業 2 1  

48  単体飼料製造業 3.5 3  

49  有機質肥料製造業 3.5 3  

50  たばこ製造業 2 1  

51  器械生糸製造業 2 1  

52  座繰生糸製造業 2 1  

53  玉糸製造業 2 1  

54  生糸製造業（整理番号 51の項から前項までに掲げ

るものを除く。） 

2 1  

55  繊維工業（整理番号 51 の項から前項までに掲げる

もの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除

く。以下同じ。）で整毛工程に係るもの 

5 4  

56  繊維工業で副蚕糸精練工程に係るもの 2 1  

57  繊維工業で麻製繊工程に係るもの 2 1  

58  繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜き、

精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程

に付帯して行われる加工処理工程（以下「染色整

理工程付帯加工処理工程」という。）を含む。）

に係るもの 

6 4.5  

59  繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理工程

付帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に

掲げるものを除く。） 

6 4.5  

60  繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工

程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

6 4.5  

61  繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

6 4.5  

62  繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

6 4.5  

63  繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程

付帯加工処理工程を含む。）に係るもの 

6 4.5  

64  繊維工業で不織布製造工程に係るもの 5 4  

65  繊維工業でフェルト製造工程に係るもの 2 1  

66  繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造

工程に係るもの 

6 4.5  

67  繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの 2 1  

68  繊維工業（整理番号 55 の項から前項までに掲げる

ものを除く。） 

5 4  

69  一般製材業 2 1  
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70  木材チップ製造業 2 1  

71  合板製造業（集成材製造業を含む。） 2 2  

72  パーティクルボード製造業（次項に掲げるものを

除く。） 

2 1  

73  パーティクルボード製造業で湿式剥皮工程に係る

もの 

2 1  

74  床柱製造業 2 1  

75  木材薬品処理業 2 1  

76  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解

パルプ製造工程に係るもの 

2 1  

77  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサル

ファイトパルプ製造工程に係るもの 

2 1  

78  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラ

ンドパルプ製造工程、リファイナーグランドパル

プ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程

に係るもの 

2 1  

79  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さ

らしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセ

ミケミカルパルプ製造工程に係るもの（次項に掲

げるものを除く。） 

2 1  

80  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさら

しケミグランドパルプ製造工程（前工程の未さら

しケミグランドパルプ製造工程を含む。）又はさ

らしセミケミカルパルプ製造工程（前工程の未さ

らしセミケミカルパルプ製造工程を含む。）に係

るもの 

2 1  

81  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さ

らしクラフトパルプ製造工程に係るもの（次項に

掲げるものを除く。） 

2 1.5  

82  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさら

しクラフトパルプ製造工程（前工程の未さらしク

ラフトパルプ製造工程を含む。）に係るもの 

2 1.5  

83  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙

を原料とするパルプ製造工程に係るもの（次項に

掲げるものを除く。） 

2 2  

84  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙

を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工

程（前工程の離解工程を含む。）に係るもの 

2 1.5  

85  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材

又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程

に係るもの 

2 1  

86  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラ

ンドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサ

ーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工

程（前工程のグランドパルプ、リファイナーグラ

ンドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程

を有するものに限る。）に係るもの 

2 1  

87  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙

製造工程に係るもの（前項に掲げるものを除く。）

2 1.5  

88  パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙

製造工程に係るもの 

2 1.5  
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89  機械すき和紙製造業 2 1  

90  手すき和紙製造業 2 1  

91  塗工紙製造業 2 1  

92  段ボール製造業 2 1  

93  重包装紙袋製造業 2 1  

94  セロファン製造業 2 1  

95  乾式法による繊維板製造業 2 1  

96  繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） 2 1.5  

97  パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業（整

理番号 76の項から前項までに掲げるものを除

く。） 

2 2  

98  新聞業 2 1  

99  出版業 2 1  

100  印刷業 2 2  

101  製版業 2 2  

102  窒素質・りん酸質肥料製造業 2 1.5  

103  複合肥料製造業 2 1.5  

104  化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除く。） 2 1  

105  ソーダ工業 2 1.5  

106  電炉工業 2 1  

107  無機顔料製造業 4 2.5  

108  無機化学工業製品製造業（整理番号 105 の項から

前項までに掲げるものを除く。） 

5 2.5 りん及びりん化合物製

造工程にあっては、第

３欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、８、

６とする。 

109  石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造

工程に係るもの 

2 2 りん又はその化合物を

原料、触媒又は中和剤

として使用するものに

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順

序に従い、6.5、５とす

る。 

110  石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染

料・有機顔料製造工程に係るもの 

2 1 りん又はその化合物を

原料、触媒又は中和剤

として使用するものに

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順

序に従い、6.5、４とす

る。 

111  石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工

程に係るもの 

2 1.5  

112  石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に

係るもの 

2 1  

113  石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製

造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・

合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造

工程及び合成ゴム製造工程を除く。）に係るもの 

2 1 りん又はその化合物を

原料、触媒又は中和剤

として使用するものに

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順

序に従い、6.5、４とす

る。 
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114  石油化学系基礎製品製造業（整理番号 109 の項か

ら前項までに掲げるものを除く。） 

2 1.5  

115  脂肪族系中間物製造業 2 1.5 りん又はその化合物を

原料、触媒又は中和剤

として使用するものに

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順

序に従い、８、６とす

る。 

116  メタン誘導品製造業 2 2  

117  発酵工業 2 1.5  

118  コールタール製品製造業 2 1  

119  環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 2 1.5 りん又はその化合物を

原料、触媒又は中和剤

として使用するものに

あっては、第３欄の値

は、それぞれ同欄の順

序に従い、6.5、５とす

る。 

120  プラスチック製造業 2 2  

121  合成ゴム製造業 2 2  

122  有機化学工業製品製造業（整理番号 109 の項から

前項までに掲げるものを除く。） 

2 2  

123  レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製

造に係るもの 

2 1  

124  レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの

製造に係るもの 

2 1  

125  合成繊維製造業 2 1.5  

126  脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 2 1  

127  石けん・合成洗剤製造業 2 2  

128  界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除く。） 2 2  

129  塗料製造業 2 2  

130  印刷インキ製造業 2 1  

131  医薬品原薬・製剤製造業 2 1.5 医薬品原薬製造工程

（りん又はその化合物

を原料として使用する

ものに限る。）にあっ

ては、第３欄の値は、

それぞれ同欄の順序に

従い、４、３とする。

132  医薬品製剤製造業 2 2  

133  生物学的製剤製造業 2 1  

134  生薬・漢方製剤製造業 2 1  

135  動物用医薬品製造業 2 1.5  

136  火薬類製造業 2 1.5  

137  農薬製造業 2 1.5  

138  合成香料製造業 2 1  

139  香料製造業（前項に掲げるものを除く。） 2 1  

140  化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 2 2  

141  にかわ製造業 2 1  
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142  ゼラチン・接着剤製造業（前項に掲げるものを除

く。） 

2 2  

143  写真感光材料製造業 2 1.5  

144  天然樹脂製品・木材化学製品製造業 2 1  

145  イオン交換樹脂製造業 2 1  

146  化学工業（整理番号 102 の項から前項までに掲げ

るものを除く。） 

2 2  

147  石油精製業 2 1.5  

148  潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） 2 1  

149  コークス製造業 2 1  

150  石油コークス製造業 2 1  

151  自動車タイヤ・チューブ製造業 2 2  

152  ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係

るもの 

2 1  

153  ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除く。） 2 2  

154  なめしかわ製造業 2 1  

155  毛皮製造業 2 1  

156  板ガラス製造業 2 1.5  

157  板ガラス加工業 2 2  

158  ガラス製加工素材製造業 2 1  

159  ガラス容器製造業 2 1.5  

160  理化学用・医療用ガラス器具製造業 2 1  

161  卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 2 2  

162  ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業 2 1  

163  ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるものを

除く。） 

2 1  

164  ガラス・同製品製造業（整理番号 156 の項から前

項までに掲げるものを除く。） 

2 1  

165  生コンクリート製造業 2 1.5  

166  コンクリート製品製造業 2 2  

167  セメント製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。） 

2 2  

168  黒鉛電極製造業 2 1  

169  砕石製造業 2 2  

170  鉱物・土石粉砕等処理業 2 2  

171  模造真珠製造業（ガラス製のものに限る。） 2 1  

172  うわ薬製造業 2 2  

173  製鋼圧延を行う高炉による製鉄業 2 1.5  

174  製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業 2 1  

175  フェロアロイ製造業 2 1  

176  高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを除

く。） 

2 1  

177  転炉（単独転炉を含む。）による製鋼・製鋼圧延

業 

2 1  

178  電気炉（単独電気炉を含む。）による製鋼・製鋼

圧延業 

2 1.5  

179  熱間圧延業（整理番号 182 の項及び同 183 の項に

掲げるものを除く。） 

2 1.5  

180  冷間圧延業（整理番号 182 の項及び同 183 の項に

掲げるものを除く。） 

2 1  
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181  冷間ロール成型形鋼製造業 2 1  

182  鋼管製造業 2 1.5  

183  伸鉄業 2 1.5  

184  磨棒鋼製造業 2 1.5  

185  引抜鋼管製造業 2 1.5  

186  伸線業 2 1.5  

187  ブリキ製造業 2 1  

188  亜鉛鉄板製造業 2 1.5  

189  めっき鋼管製造業 2 1.5  

190  めっき鉄鋼線製造業 2 1.5  

191  表面処理鋼材製造業（整理番号 187 の項から前項

までに掲げるものを除く。） 

2 1.5  

192  鍛鋼製造業 2 1  

193  鍛工品製造業 2 1.5  

194  鋳鋼製造業 2 1.5  

195  銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号 197 の項に掲

げるものを除く。） 

2 1.5  

196  鋳鉄管製造業 2 1  

197  可鍛鋳鉄製造業 2 1  

198  鉄粉製造業 2 1  

199  鉄鋼業（整理番号 173 の項から前項までに掲げる

ものを除く。） 

2 1.5  

200  非鉄金属製造業 2 1.5  

201  電気めっき業 5.5 3.5  

202  金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 5.5 3.5 アルマイト加工工程

（りん又はその化合物

による表面処理施設を

設置するものに限る。）

にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の

順序に従い、８、６と

する。 

203  一般機械器具製造業 3 2  

204  電子回路製造業 3 2  

205  電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項に掲

げるものを除く。）、電気機械器具製造業又は情

報通信機械器具製造業 

3 2 民生用電気機械器具製

造工程（りん又はその

化合物による表面処理

施設を設置するものに

限る。）にあっては、

第３欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、

６、４とする。 

206  輸送用機械器具製造業 3 2 自動車・同付属品製造

工程（りん又はその化

合物による表面処理施

設を設置するものに限

る。）にあっては、第

３欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、４、

３とする。 
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207  精密機械器具製造業 3 2 時計・同部分品製造工

程（時計側を除く。）

にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の

順序に従い、８、4.5 と

する。 

208  ガス製造工場 4.5 3.5  

209  下水道業 2 1.5 活性汚泥法、標準散水

ろ床法その他これらと

同程度に下水中のりん

を除去できる方法より

高度に下水中のりんを

除去できる方法により

下水を処理するもの

（高濃度のりんを含有

する汚水を多量に受け

入れて処理するものを

除く。）にあっては、

第３欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、

１、１とする。 

210  空瓶卸売業 5 4  

211  共同調理場（学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）

第６条に規定する施設をいう。） 

5 4  

212  弁当仕出屋又は弁当製造業 6.5 4.5  

213  飲食店 6.5 4.5  

214  宿泊業 5 4  

215  リネンサプライ業 6 4.5  

216  洗濯業（前項に掲げるものを除く。） 6 4.5  

217  商業写真業 5 4  

218  写真業（前項に掲げるものを除き、写真現像・焼

付業を含む。） 

5 4  

219  自動車整備業 5 4  

220  病院 5 4  

221  し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和 25年政令第

338 号）第 32 条第１項の表に規定する算定方法に

より算定した処理対象人員が 501 人以上のものに

限る。） 

4 3 第２欄に規定する表に

定める構造を有するし

尿浄化槽より高度にし

尿を処理することがで

きる方法によりし尿を

処理するものにあって

は、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、１、１とする。 
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222  し尿浄化槽（建築基準法施行令第 32条第１項の表

に規定する算定方法により算定した処理対象人員

が 201 人以上 500 人以下のものに限る。） 

4 3 第２欄に規定する表に

定める構造を有するし

尿浄化槽より高度にし

尿を処理することがで

きる方法によりし尿を

処理するものにあって

は、第３欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従

い、１、１とする。 

223  し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。） 3 2 嫌気性消化法、好気性

消化法、湿式酸化法又

は活性汚泥法に凝集処

理法を加えた方法より

高度にし尿を処理する

ことができる方法によ

りし尿を処理するもの

にあっては、第３欄の

値は、それぞれ同欄の

順序に従い、２、１と

する。 

224  ごみ処理業 5 4  

225  廃油処理業 4 3  

226  産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除く。） 6 4.5  

227  死亡獣畜取扱業 4 3  

228  と畜場 8 4.5  

229  中央卸売市場 4 3  

230  地方卸売市場 5 4  

231  試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭和 46

年総理府・通商産業省令第２号）第１条の２各号

に掲げるものをいう。） 

5 4  

232  整理番号２の項か

ら前項までに分類

されないもの 

ア し尿浄化槽（処理対象

人員が 200 人以下のも

の）、社員食堂のちゅ

う房施設等生活に伴う

施設に係るもの 

4 3  

  イ その他 3 2  

 

116



117

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法

昭和 54 年５月 16 日（環境庁告示第 20号）

水質汚濁防止法施行規則（昭和 46 年総理府、通商産業省令第２号）第９条の２第１項第１号の規定

に基づき、化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法を次のように定め、昭和 54年６月 12日か

ら施行する。

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法

第１ 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測方法

１ 日平均排出量が 400 ㎥以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記１⑴の計測法によるもの

とし、この計測法によることが技術的に適当でない場合その他この計測法によりがたいと認められ

る場合にあっては、別記１⑵の計測法によることができるものとする。ただし、指定地域内事業場

の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量その他の事情により、別記１⑴又は⑵の計

測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、別記１⑶又は⑷

の計測法によることができる。

２ 日平均排水量が 400 立米未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記 1のいずれかの計測法

によるものとする。

第２ 特定排出水の量の計測方法

１ 日平均排水量が 400 ㎥以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記２⑴又は⑵の計測法によ

るものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量

その他の事情により、別記２⑴又は⑵の計測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知

事の定めるところにより、別記２⑶の計測法によることができる。 

２ 日平均排水量が 400 ㎥未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記２のいずれかの計測法に

よるものとする。

３ １及び２の規定にかかわらず、用水の量と特定排出水の量との関係が明らかであると認められる

場合は、当該特定排出水については、都道府県知事の定めるところにより､日平均排水量が 400 ㎥

以上である指定地域内事業場に係る場合にあっては、別記２⑴又は⑵の計測法により、日平均排水

量が400㎥未満である指定地域内事業場に係る場合にあっては別記２のいずれかの計測法により用

水の量を計測し、あらかじめ用水の量と特定排出水の量との関係から求めた換算式を用いて特定排

出水の量を計算することにより特定排出水の量を計測することができる。

第３ 特定排出水の汚濁負荷量の算定方法

次の算式を基本として特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法によるものとする。

Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３

この式において、Ｌ、Ｃ及びＱは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ｌ 排出される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム）

Ｃ 特定排出水の窒素含有量（単位 １リットルにつきミリグラム）

Ｑ 特定排出水の量（単位 １日につき立法メートル）

第４ その他

資料 12
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１ 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態及び特定排出水の量を計測し、特定排出水の汚

濁負荷量を算定することが排水系統の状況により困難な場合であって、排出水及び特定排出水以外

の排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態並びにそれらの量を計測し、第３の算定方法の例に

よってそれぞれの汚濁負荷量を求めることにより特定排出水の汚濁負荷量を算定することが適当

であると認められる場合は、この測定方法によることができるものとする。

２ １に規定する測定方法による場合は、排出水及び特定排出水以外の排出水の化学的酸素要求量に

関する汚染状態の計測は別記１⑴又は⑵の計測法により、それらの量の計測は別記２⑴又は⑵の計

測法によるものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排出水及び特定排水以外の排出水の汚

染状態及び量その他の事情により、別記１⑴若しくは⑵又は別記２⑴若しくは⑵の計測法によるこ

とが困難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、排出水及び特定排出水以外の

排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測については別記１⑶又は⑷の計測法により、そ

れらの量の計測については別記２⑶の計測法によることができる。 

別記１

⑴ 自動的に有機性物質に関する汚染状態を計測することができる機器であって、自動的に計測結果

を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより、試料（自動

的に採取されたものに限る。）の汚染状態を計測し、あらかじめ当該機器による計測値と昭和 49 年

９月環境庁告示第 64 号（排水基準に係る検定方法を定める等の件）第 11号に掲げる方法（以下「指

定計測法」という。）による計測値との関係から求めた換算式を用いて化学的酸素要求量を計算す

ることにより化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法

⑵ 指定計測法により、試料（自動的に、流量に比例して採取され、保存されたものに限る。）の汚染

状態を計測する方法

⑶ 指定計測法により､試料の汚染状態を計測する方法（⑵の方法を除く。） 

⑷ 有機性物質に関する汚染状態を計測することができる方法により、試料の汚染状態を計測し、あ

らかじめ当該方法による計測値と指定計測法による計測値との関係から求めた換算式を用いて化

学的酸素要求量を計算することにより化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法（⑴の方

法を除く。）

備考

１ ⑶又は⑷の計測法による場合は、１日３回以上試料を採取すること。 

２ ⑴又は⑷の計測法による場合は、必要に応じ、換算式の検証を行うこと。 

別記２（昭 57環庁告 43・昭 60 環庁告 18・一部改正）

⑴ 流量計又は流速計であって、自動的に水量を積算して計測結果を記録することができる機能を有

するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法

⑵ 積算体積計であって、自動的に計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能

を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法

⑶ 日本工業規格Ｋ0094 の８に定める方法（流速計及び流量計による測定方法を除く。）を用いて水

量を計測する方法その他これと同程度の計測結果の得られる方法により水量を計測する方法（⑴及

び⑵の方法を除く。） 
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窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法

平成 13 年 12 月 13 日（環境省告示第 77号（一部改正 平成 16年３月 18 日環境省告示第 13号))

水質汚濁防止法施行規則（昭和 46 年総理府、通商産業省令第２号）第９条の２第１項第１号の規定

に基づき、窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法を次のように定める。

平成 13 年 12 月 13 日

窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法

第１ 特定排出水の窒素含有量に関する汚染状態の計測方法

１ 日平均排出量が 400 ㎥以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記１⑴の計測法によるもの

とし、この計測法によることが技術的に適当でない場合その他この計測法によりがたいと認められ

る場合にあっては、別記１⑵の計測法によることができるものとする。ただし、指定地域内事業場

の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量その他の事情により、別記１⑴又は⑵の計

測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、別記１⑶又は⑷

の計測法によることができる。

２ 日平均排水量が 400 ㎥未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記１のいずれかの計測法に

よるものとする。

第２ 特定排出水の量の計測方法

１ 日平均排水量が 400 ㎥以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記２⑴又は⑵の計測法によ

るものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量

その他の事情により、別記２⑴又は⑵の計測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知

事の定めるところにより、別記２⑶の計測法によることができる。 

２ 日平均排水量が 400 ㎥未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記２のいずれかの計測法に

よるものとする。

３ １及び２の規定にかかわらず、用水の量と特定排出水の量との関係が明らかであると認められる

場合は、当該特定排出水については、都道府県知事の定めるところにより､日平均排水量が 400 ㎥

以上である指定地域内事業場に係る場合にあっては、別記２⑴又は⑵の計測法により、日平均排水

量が 400 ㎥未満である指定地域内事業場に係る場合にあっては、別記２のいずれかの計測法により

用水の量を計測し、あらかじめ用水の量と特定排出水の量との関係から求めた換算式を用いて特定

排出水の量を計算することにより特定排出水の量を計測することができる。

第３ 特定排出水の汚濁負荷量の算定方法

次の算式を基本として特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法によるものとする。

Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３

この式において、Ｌ、Ｃ及びＱは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ｌ 排出される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム）

Ｃ 特定排出水の窒素含有量（単位 １リットルにつきミリグラム）

Ｑ 特定排出水の量（単位 １日につき立法メートル）

第４ その他

１ 特定排出水の窒素含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量を計測し、特定排出水の汚濁負荷

資料 13
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量を算定することが排水系統の状況により困難な場合であって、排出水及び特定排出水以外の排出

水の窒素含有量に関する汚染状態並びにそれらの量を計測し、第３の算定方法の例によってそれぞ

れの汚濁負荷量を求めることにより特定排出水の汚濁負荷量を算定することが適当であると認め

られる場合は、この測定方法によることができるものとする。

２ １に規定する測定方法による場合は、排出水及び特定排出水以外の排出水の窒素含有量に関する

汚染状態の計測は別記１⑴又は⑵の計測法により、それらの量の計測は別記２⑴又は⑵の計測法に

よるものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排出水及び特定排水以外の排出水の汚染状態

及び量その他の事情により、別記１⑴若しくは⑵又は別記２⑴若しくは⑵の計測法によることが困

難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、排出水及び特定排出水以外の排出水

の窒素含有量に関する汚染状態の計測については別記１⑶又は⑷の計測法により、それらの量の計

測については別記２⑶の計測法によることができる。 

別記１

⑴ 自動的に窒素含有量に関する汚染状態を計測することができる機器（昭和 49 年９月環境庁告示

第 64号（環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件）第 40 号に掲げる方法（以

下「指定計測法」という。）と同程度の計測結果の得られる機器に限る。）であって、自動的に計測

結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより、試料

（自動的に採取されたものに限る。）の汚染状態を計測する方法

⑵ 指定計測法により、試料（自動的に、流量に比例して採取され、保存されたものに限る。）の汚染

状態を計測する方法

⑶ 指定計測法により､試料の汚染状態を計測する方法（⑵の方法を除く。） 

⑷ 窒素含有量に関する汚染状態を計測することができる方法（指定計測法と同程度の計測結果の得

られる方法に限る。）により、試料の汚染状態を計測する方法（⑴の方法を除く） 

備考

⑶又は⑷の計測法による場合は、１日３回以上試料を採取すること。 

別記２

⑴ 流量計又は流速計であって、自動的に水量を積算して計測結果を記録することができる機能を有

するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法

⑵ 積算体積計であって、自動的に計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能

を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法

⑶ 日本工業規格Ｋ0094 の８に定める方法（流速計及び流量計による測定方法を除く。）を用いて水

量を計測する方法その他これと同程度の計測結果の得られる方法により水量を計測する方法(⑴及

び⑵の方法を除く。） 
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りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法

平成 13 年 12 月 13 日（環境省告示第 78号（一部改正 平成 16年３月 18 日環境省告示第 14号))

水質汚濁防止法施行規則（昭和 46 年総理府、通商産業省令第２号）第９条の２第１項第１号の規定

に基づき、りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法を次のように定める。

平成 13 年 12 月 13 日

りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法

第１ 特定排出水のりん含有量に関する汚染状態の計測方法

１ 日平均排出量が 400 ㎥以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記１⑴の計測法によるもの

とし、この計測法によることが技術的に適当でない場合その他この計測法によりがたいと認められ

る場合にあっては、別記１⑵の計測法によることができるものとする。ただし、指定地域内事業場

の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量その他の事情により、別記１⑴又は⑵の計

測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、別記１⑶又は⑷

の計測法によることができる。

２ 日平均排水量が 400 ㎥未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記 1 のいずれかの計測法に

よるものとする。

第２ 特定排出水の量の計測方法

１ 日平均排水量が 400 ㎥以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記２⑴又は⑵の計測法によ

るものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量

その他の事情により、別記２⑴又は⑵の計測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知

事の定めるところにより、別記２⑶の計測法によることができる。 

２ 日平均排水量が 400 ㎥未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記２のいずれかの計測法に

よるものとする。

３ １及び２の規定にかかわらず、用水の量と特定排出水の量との関係が明らかであると認められる

場合は、当該特定排出水については、都道府県知事の定めるところにより､日平均排水量が 400 ㎥

以上である指定地域内事業場に係る場合にあっては、別記２⑴又は⑵の計測法により、日平均排水

量が 400 ㎥未満である指定地域内事業場に係る場合にあっては、別記２のいずれかの計測法により

用水の量を計測し、あらかじめ用水の量と特定排出水の量との関係から求めた換算式を用いて特定

排出水の量を計算することにより特定排出水の量を計測することができる。

第３ 特定排出水の汚濁負荷量の算定方法

次の算式を基本として特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法によるものとする。

Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３

この式において、Ｌ、Ｃ及びＱは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ｌ 排出される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム）

Ｃ 特定排出水の窒素含有量（単位 １リットルにつきミリグラム）

Ｑ 特定排出水の量（単位 １日につき立法メートル）

第４ その他
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１ 特定排出水のりん含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量を計測し、特定排出水の汚濁負荷

量を算定することが排水系統の状況により困難な場合であって、排出水及び特定排出水以外の排出

水のりん含有量に関する汚染状態並びにそれらの量を計測し、第３の算定方法の例によってそれぞ

れの汚濁負荷量を求めることにより特定排出水の汚濁負荷量を算定することが適当であると認め

られる場合は、この測定方法によることができるものとする。

２ １に規定する測定方法による場合は、排出水及び特定排出水以外の排出水のりん含有量に関する

汚染状態の計測は別記１⑴又は⑵の計測法により、それらの量の計測は別記２⑴又は⑵の計測法に

よるものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排出水及び特定排水以外の排出水の汚染状態

及び量その他の事情により、別記１⑴若しくは⑵又は別記２⑴若しくは⑵の計測法によることが困

難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、排出水及び特定排出水以外の排出水

のりん含有量に関する汚染状態の計測については別記１⑶又は⑷の計測法により、それらの量の計

測については別記２⑶の計測法によることができる。 

別記１

⑴ 自動的にりん含有量に関する汚染状態を計測することができる機器（昭和 49 年９月環境庁告示

第 64号（環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件）第 41 号に掲げる方法（以

下「指定計測法」という。）と同程度の計測結果の得られる機器に限る。）であって、自動的に計測

結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより、試料

（自動的に採取されたものに限る。）の汚染状態を計測する方法

⑵ 指定計測法により、試料（自動的に、流量に比例して採取され、保存されたものに限る。）の汚染

状態を計測する方法

⑶ 指定計測法により､試料の汚染状態を計測する方法（⑵の方法を除く。） 

⑷ りん含有量に関する汚染状態を計測することができる方法（指定計測法と同程度の計測結果の得

られる方法に限る。）により、試料の汚染状態を計測する方法（⑴の方法を除く） 

備考

⑶又は⑷の計測法による場合は、１日３回以上試料を採取すること。 

別記２

⑴ 流量計又は流速計であって、自動的に水量を積算して計測結果を記録することができる機能を有

するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法

⑵ 積算体積計であって、自動的に計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能

を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法

⑶ 日本工業規格Ｋ0094 の８に定める方法（流速計及び流量計による測定方法を除く。）を用いて水

量を計測する方法その他これと同程度の計測結果の得られる方法により水量を計測する方法(⑴及

び⑵の方法を除く。） 
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化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法に関する知事の定める要件及び計測法

昭和 55 年５月 30 日（愛知県告示第 623 号（改正 平成３年３月 27 日愛知県告示第 287 号))

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法（昭和 54年環境庁告示第 20号。以下「告示」という。）

第１の１ただし書、第２の１ただし書、第２の３及び第４の２ただし書の規定に基づき、これらの規定

を適用できる場合の要件を別表の左欄のとおり定め、その要件に該当する場合の計測法を同表の右欄の

とおり定め、昭和 55年７月１日から施行する。ただし、別表（その１）５の項に掲げる要件及び計測法

は、特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内事

業場の設置後、60日を超えない期間に限り適用するものとする。

附則（平成３年３月 27日告示第 287 号）

この告示は、平成３年４月１日から施行する。

別表（その１）（告示第１の１のただし書関係）

要 件 計 測 法

１ 指定地域内事業場の規模が極めて小規模であると認められる場合 告示別記１⑶又は⑷ 

２ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該

指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の 80 パーセント以上について自動計

測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも

汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

３ 小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が

少ないと認められる特定排出水の場合

４ 特定排出水の汚染状態が常に一定である場合 告示別記１⑶ 

５ 新たに設置若しくは構造等の変更がされた特定施設に係る特定排出水又

は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合

６ 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない事情

があると認められる場合

告示別記１⑶又は⑷ 

別表（その２）（告示第２の１のただし書関係）

要 件 計 測 法

１ 指定地域内事業場の規模が極めて小規模であると認められる場合 告示別記２⑶ 

２ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該

指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の 80 パーセント以上について自動計

測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも

汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

３ 小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が

少ないと認められる特定排出水の場合

４ 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない 事情

があると認められる場合

資料 15
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別表（その３）（告示第２の３関係）

要 件 計 測 法

小規模な生活排水等であって、用水の量と特定排出

水の量との関係が一定であり、かつ、用水の量の計

測から間接的に特定排出水の量を計測した場合に、

特定排出水の量を直接計測した場合と同程度の計

測精度が得られると認められる特定排出水の場合

日平均排水量が 400 ㎥

以上の指定地域内事業

場

告示別記２⑴又は⑵ 

日平均排水量が 400 ㎥

未満の指定地域内事業

場

告示別記２⑴、⑵又は

⑶ 

別表（その４）（告示第４の２のただし書関係）

要 件

計 測 法

排出水の汚染状

態

特定排出水以外

の排出水の汚染

状態

排出水の量 特定排出水以

外の排出水の

量

１ 指定地域内事業場の規模

が極めて小規模であると認

められる場合

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記２⑶ 告示別記２⑶ 

２ 指定地域内事業場に特定

排出水以外の排出水の測定

場所が数多く存在し、かつ、

当該指定地域内事業場全体

の特定排出水以外の排出水

の汚濁負荷量の 80パーセン

ト以上について自動計測器

等により計測している場合

において、当該指定地域内事

業場の中でも量が少ないと

認められる特定排出水以外

の排出水の場合

３ 特定排出水以外の排出水

の汚染状態が常に一定であ

る場合

告示別記１⑶ 

４ 前各項に定めるもののほ

か、排水系統の状況等により

やむを得ない事情があると

認められる場合

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記２⑶ 告示別記２⑶ 
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窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法に関する知事の定める要件及び計測法

平成 14 年７月 12 日（愛知県告示第 546 号（一部改正 平成 16 年４月２日告示愛知県第 320 号))

窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法（平成 13年環境省告示第 77号。以下「告示」という。）第１

の１ただし書、第２の１ただし書、第２の３及び第４の２ただし書の規定に基づき、これらの規定を適

用できる場合の要件を別表の左欄のとおり定め、その要件に該当する場合の計測法を同表の右欄のとお

り定め、平成 14年 10 月１日から施行する。ただし、別表（その１）５の項に掲げる要件及び計測法は、

特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内事業場

の設置後、60日を超えない期間に限り適用するものとする。

別表（その１）（告示第１の１のただし書関係）

要 件 計 測 法

１ 指定地域内事業場の規模が極めて小規模であると認められる場合 告示別記１⑶又は⑷ 

２ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該

指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の 80 パーセント以上について自動計

測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも

汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

３ 小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が

少ないと認められる特定排出水の場合

４ 特定排出水の汚染状態が常に一定である場合

５ 新たに設置若しくは構造等の変更がされた特定施設に係る特定排出水又

は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合

６ 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない事情

があると認められる場合

別表（その２）（告示第２の１のただし書関係）

要 件 計 測 法

１ 指定地域内事業場の規模が極めて小規模であると認められる場合 告示別記２⑶ 

２ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該

指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の 80 パーセント以上について自動計

測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも

汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

３ 小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が

少ないと認められる特定排出水の場合

４ 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない 事情

があると認められる場合

別表（その３）（告示第２の３関係）

要 件 計 測 法

小規模な生活排水等であって、用水の量と特定排出 日平均排水量が 400 ㎥ 告示別記２⑴又は⑵ 
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水の量との関係が一定であり、かつ、用水の量の計

測から間接的に特定排出水の量を計測した場合に、

特定排出水の量を直接計測した場合と同程度の計

測精度が得られると認められる特定排出水の場合

以上の指定地域内事業

場

日平均排水量が 400 ㎥

未満の指定地域内事業

場

告示別記２⑴、⑵又は

⑶ 

別表（その４）（告示第４の２のただし書関係）

要 件

計 測 法

排出水の汚染状

態

特定排出水以外

の排出水の汚染

状態

排出水の量 特定排出水以

外の排出水の

量

１ 指定地域内事業場の規模

が極めて小規模であると認

められる場合

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記２⑶ 告示別記２⑶ 

２ 指定地域内事業場に特定

排出水以外の排出水の測定

場所が数多く存在し、かつ、

当該指定地域内事業場全体

の特定排出水以外の排出水

の汚濁負荷量の 80パーセン

ト以上について自動計測器

等により計測している場合

において、当該指定地域内事

業場の中でも量が少ないと

認められる特定排出水以外

の排出水の場合

３ 特定排出水以外の排出水

の汚染状態が常に一定であ

る場合

４ 前各項に定めるもののほ

か、排水系統の状況等により

やむを得ない事情があると

認められる場合

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記２⑶ 告示別記２⑶ 
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りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法に関する知事の定める要件及び計測法

平成 14 年７月 12 日（愛知県告示第 547 号（一部改正 平成 16 年４月２日愛知県告示第 321 号))

りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法（平成 13年環境省告示第 78号。以下「告示」という。）第１

の１ただし書、第２の１ただし書、第２の３及び第４の２ただし書の規定に基づき、これらの規定を適

用できる場合の要件を別表の左欄のとおり定め、その要件に該当する場合の計測法を同表の右欄のとお

り定め、平成 14年 10 月１日から施行する。ただし、別表（その１）５の項に掲げる要件及び計測法は、

特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内事業場

の設置後、60日を超えない期間に限り適用するものとする。

別表（その１）（告示第１の１のただし書関係）

要 件 計 測 法

１ 指定地域内事業場の規模が極めて小規模であると認められる場合 告示別記１⑶又は⑷ 

２ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該

指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の 80 パーセント以上について自動計

測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも

汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

３ 小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が

少ないと認められる特定排出水の場合

４ 特定排出水の汚染状態が常に一定である場合

５ 新たに設置若しくは構造等の変更がされた特定施設に係る特定排出水又

は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合

６ 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない事情

があると認められる場合

別表（その２）（告示第２の１のただし書関係）

要 件 計 測 法

１ 指定地域内事業場の規模が極めて小規模であると認められる場合 告示別記２⑶ 

２ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該

指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の 80 パーセント以上について自動計

測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも

汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

３ 小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が

少ないと認められる特定排出水の場合

４ 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない 事情

があると認められる場合

別表（その３）（告示第２の３関係）

要 件 計 測 法

小規模な生活排水等であって、用水の量と特定排出 日平均排水量が 400 ㎥ 告示別記２⑴又は⑵ 
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水の量との関係が一定であり、かつ、用水の量の計

測から間接的に特定排出水の量を計測した場合に、

特定排出水の量を直接計測した場合と同程度の計

測精度が得られると認められる特定排出水の場合

以上の指定地域内事業

場

日平均排水量が 400 ㎥

未満の指定地域内事業

場

告示別記２⑴、⑵又は

⑶ 

別表（その４）（告示第４の２のただし書関係）

要 件

計 測 法

排出水の汚染状

態

特定排出水以外

の排出水の汚染

状態

排出水の量 特定排出水以

外の排出水の

量

１ 指定地域内事業場の規模

が極めて小規模であると認

められる場合

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記２⑶ 告示別記２⑶ 

２ 指定地域内事業場に特定

排出水以外の排出水の測定

場所が数多く存在し、かつ、

当該指定地域内事業場全体

の特定排出水以外の排出水

の汚濁負荷量の 80パーセン

ト以上について自動計測器

等により計測している場合

において、当該指定地域内事

業場の中でも量が少ないと

認められる特定排出水以外

の排出水の場合

３ 特定排出水以外の排出水

の汚染状態が常に一定であ

る場合

４ 前各項に定めるもののほ

か、排水系統の状況等により

やむを得ない事情があると

認められる場合

告示別記１⑶又

は⑷ 

告示別記２⑶ 告示別記２⑶ 
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水質汚濁防止法施行規則第９条の２第１項第２号ただし書に規定する知事が定める排水の期間

昭和 55 年５月 30 日（愛知県告示第 624 号（改正 平成３年３月 27 日告示第 288 号))

水質汚濁防止法施行規則（昭和 46 年総理府・通商産業省令第２号）第９条の２第１項第２号ただし書

の規定に基づき、同規定の測定に係る排水の期間を、別表の左欄に掲げる要件ごとに当該右欄に掲げる

排水の期間のとおり定め、昭和 55 年７月１日から施行する。ただし、別表中４の項に掲げる排水の期

間は、特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内

事業場の設置後、60 日を超えない期間に限り適用するものとする。

附則（平成３年３月 27日告示第 288 号）

１ この告示は、平成３年４月１日から施行する。

２ この告示施行の際、現に設置されている処理対象人員が 201 人以上 500 人以下のし尿浄化槽（設置

の工事中のものを含む。）から排出される特定排出水であって、改正後の別表中第３の項に掲げる要

件に該当するものにあっては、同項に掲げる排水の期間にかかわらず、平成３年９月 30 日までの間

は、なお従前の例による。

別表

要 件 排水の期間

１ 指定地域内事業場の規模が極めて小規模であると認められる場合

（日平均排水量が 400ｍ３以上の指定地域内事業場に限る。）

７日

２ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所

が数多く存在し、かつ、当該指定地域内事業場

全体の汚濁負荷量の 80 パーセント以上につ

いて自動計測器等により計測している場合に

おいて、当該指定地域内事業場の中でも汚濁

負荷量が小さいと認められる特定排出水の場

合

日平均排水量が 400

ｍ３以上の指定地域内

事業場

30 日

日平均排水量が 400

ｍ３未満の指定地域内

事業場

90 日

３ 小規模な生活排水

等であって、その汚

染状態が小さく、か

つ、その量が少ない

と認められる特定排

出水の場合

特定施設に該当しな

い、し尿浄化槽(処理対

象人員が 200 人以下の

もの)､社員食堂のちゆ

う房施設等の生活に伴

う施設から排出される

特定排出水

日平均排水量が 400

ｍ３以上の指定地域内

事業場

90 日

日平均排水量が 400

ｍ３未満の指定地域内

事業場

180 日

その他の特定排出水 日平均排水量が 400

ｍ３以上の指定地域内

事業場

30 日

日平均排水量が 400

ｍ３未満の指定地域内

事業場

30 日
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４ 新たに設置若しくは構造等の変更がされた特定施設に係る特定排出

水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合

(日平均排水量が 400 立方メートル以上の指定地域内事業場に限る。）

３日

５ 指定地域内事業場に特定排出水以外の排出

水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該指定

地域内事業場全体の特定排出水以外の排出水の

汚濁負荷量の80パーセント以上について自動計

測器等により計測している場合において、当該

指定地域内事業場の中でも量が少ないと認めら

れる特定排出水以外の排出水の場合

日平均排水量が 400

ｍ３以上の指定地域内

事業場

30 日

日平均排水量が 400

ｍ３未満の指定地域内

事業場

90 日

６ 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない

事情があると認められる場合（日平均排水量が 400 立方メートル以上

の指定地域内事業場に限る。）

７日


